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傾向スコアマッチング法による生活保護受給の就労への影響の分析 
 

政策研究大学院大学 まちづくりプログラム 
MJU21710 穗積 勇起 

 
第 1 章 はじめに 
生活保護の被保護世帯数や予算規模は 90年代後半以
降一貫して上昇し続けている。政府の対策として行われ
ていることは就労による自立の促進であるが、就労率や
就労による保護廃止は増えておらず実態としてはうまく
機能しているようには思われない。 
この被保護世帯の就労について、制度上の課題として
挙げられるのが限界税率である。しかし、一方で実際に
生活保護制度が被保護世帯の就労に負の影響を与えてい
るのかという点は必ずしも明らかではない。 
したがって、本研究では生活保護の受給が就労に与え
る影響についての実証分析を行う。この生活保護制度の
就労への影響を明らかにすることは、2003 年以降の政
府の方針として一貫して行われてきた自立支援の成果が
十分に出ているかどうかを検証することであり、今後の
政策がどうあるべきかについての示唆を与えるものであ
る。この点が、本研究の貢献であると考える。 
 
第 2 章 生活保護制度の位置づけと現状 
生活保護制度は憲法第 25条の「すべて国民は、健康
で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という
規定の理念に基づくものとされている。生活保護の被保
護世帯数は 2021 年時点で約 164 万世帯、予算規模は約
3.8 兆円であり、90年代後半以降上昇傾向にある。この
世帯数の急増と予算額の拡大は、今後少子高齢化がさら
に進むことが確実視されている我が国においては制度の
持続可能性に影響がありうる危機的な状況である。  
この状況に対して政府において進められているのは就
労による自立の促進である。この傾向が強まった契機と
されるのは 2003 年の社会保障審議会福祉部会「生活保
護制度の在り方に関する専門委員会」の報告書であり、
この後も 2007 年 12月の「福祉から雇用へ」推進 5か
年計画や、2011 年の社会保障・税一体改革、さらには
2014 年 1月の生活保護法の一部改正など、この傾向は
続いており現在にまで至っている。 
 
第 3 章 被保護世帯の自立の実態と課題 
この結果として被保護世帯の就労状況はどのように変
化したのだろうか。2000 年以降の被保護世帯の就労や
それによる保護廃止に関する統計を見る限り、実態とし
ては十分に機能しているようには思われない。就労して
いる被保護世帯の数は横ばいであり、かつ世帯数に対す
る保護廃止の割合の傾向にもほぼ変動はない。近年の被
保護世帯数の推移を見ると一般的に就労が可能とされる
「母子世帯」や「その他の世帯」の数はやや減少にある
ものの、この減少はあくまで新規の保護開始の世帯数の
大幅な減少という形で実現されているに過ぎない。 
被保護世帯の就労について、制度上の課題として挙げ
られるのが限界税率である。就労した場合に非常に高い
限界税率に直面することから、被保護世帯には就労でき
るにしてもそれを隠して就労を控え、生活保護にとどま
るというモラルハザードの生まれる余地が存在する。 

 一方で、実際に生活保護制度が被保護世帯の就労に負
の影響を与えているのかという点は必ずしも明らかでは
ない。林(2021)は被保護者調査の個票データから被保護
世帯の就労状況を分析し、勤労控除の上限額付近で就労
を留める世帯がいることは確認しつつも、それ以上に多
くの世帯がより限界税率が高くなる 5万円以上の勤労所
得を得ていることを明らかにしている。また、就労によ
る自立が進んでいないにせよ、生活保護が就労を抑制し
ているのではなく、元々就労不可もしくは困難な者が生
活保護を受給しているだけということも考えられる。 
 この問題意識に立ち、本研究では生活保護の受給が就
労に与える影響についての実証分析を行うこととした。
分析に先だっての仮説は「生活保護の就労への負の影響
は現状も依然として問題は解消しておらず、本来働くこ
とのできる者も就労を抑制しているのではないか」とい
うものである。近年の勤労控除の上限額改定等を考慮し
たとしてもその影響はわずかであり、限界税率の課題は
いまだ健在であると考えるためである。 
 
第 4 章 実証分析 
 生活保護による影響を分析するにあたって、課題とな
るのはどのようにこれを明らかにするかという点であ
る。生活保護を受給するかどうかはあくまで申請に基づ
くものでランダム割当ではないし、所得等の何らかの条
件に合致する世帯に対して自動的に適用されるものでも
ない。したがって、単に受給している世帯と受給してい
ない世帯を比較したところで、それぞれのグループの世
帯構成や学歴、年収など様々な属性で大きく異なってい
ることから、その違いが生活保護制度によるものである
とは言えない。政策の効果を明らかにするためには生活
保護の受給以外の属性をできる限り揃えた上で、この両
者を比較する必要がある。 
実験的に政策の効果を厳密に明らかにするための最良
の方法はRCTであるとされるが、現実的には困難であ
る。この状況において擬似的にRCTに近い状態を作るこ
とで因果関係に迫ろうという一つの解決策が傾向スコア
マッチングである。傾向スコアとは、処置群に割り付け
られる確率であり、本研究では生活保護を受給開始する
確率である。この値が同じ程度の者同士をそれぞれ抽出
することで様々な属性の影響を排除することができるた
め、この抽出した両者での効果の比較することで政策の
因果関係について明らかにすることができる。 
 

 
図 1 傾向スコアによる両群の比較のイメージ 
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本研究では、分析の手法としてこの傾向スコアマッチ
ング法を用いる。さらに、本研究ではこの手法にパネル
データを用いることによって、長期での影響も明らかに
することとする。 
分析の手順について、Caliendo and Kopeing(2008)は
傾向スコアマッチングを行う際の標準的なステップにつ
いて図 2のように整理しており、本研究もこれにならう
こととする。 

 
図 2 傾向スコアマッチングのステップ 

 
分析に用いるデータは慶應義塾大学から提供を受けた
「日本家計パネル調査(JHPS/KHPS)」の 2009～2019 年
分のパネルデータで、総レコード数は 64,230 件、世帯
数としては 10,700 件である。 

 
分析 1：世帯の勤労所得 
[Step1] 傾向スコアの推定 
 最初に行うのはロジスティック回帰分析である。この
分析の処置変数は生活保護を受給開始するかどうかを表
すダミー変数であり、この分析から傾向スコア(生活保護
を受給開始する確率)を推定した。 
 この結果に対して、傾向スコアマッチングにおいてそ
の前提とされている「強く無視できる割り当て条件」を
満たしているかについて、c統計量による適合度で確認
を行った。c統計量は回帰分析の結果として得られる予
測確率によって描かれたROC曲線の下側の面積(AUC)を
指しており、数値が 1に近いほど適合度が高いとされ
る。星野・岡田(2006)によれば「0.8 以上であることが
医学系の論文誌ではスタンダード」とされ、上記の回帰
分析で値は「0.8493」であり、傾向スコアマッチングを
行うにあたっての前提条件はクリアしていると言える。 
 
[Step2] マッチングアルゴリズムの選定 
 次にマッチングアルゴリズムの選定である。マッチン
グには複数のアルゴリズムが存在するが、Caliendo and 
Kopeing(2008)によればどのアルゴリズムが望ましいの
かについての統一的な見解はないことから、本研究では
Nearest Neighbor(NN)マッチング、Kernel マッチン
グ、Radius マッチングの 3つのアルゴリズムのそれぞれ
を用いて分析の一部を行い、その結果を比較して、最も
適合するアルゴリズムで全体の分析を行う。 
 
[Step3] マッチング結果の検証 
 Step1 で推定した傾向スコアと Step2 で選定したアル
ゴリズムによって、マッチング結果の検証を行った。ま
ず、各アルゴリズムで平均処置効果の一部を推定したと
ころ、t値についてはいずれの結果も 2以上となってお
り、いずれのアルゴリズムを用いても処置効果は有意な
ものとなった。 
次に、マッチング前後で処置群と比較群の間でどの程
度バイアスが減少したのかについて、それぞれのアルゴ
リズムで比較を行った。本研究における推定において
は、NNでもっとも良い結果が得られた。 
マッチング前には平均 38.8%存在していたバイアスが
6.9%にまで縮小された。ただし、Caliendo and 

Kopeing(2008)によれば 3～5%以下でバランス条件を満
たすとされ、この水準には至っていない。カイ 2乗値は
マッチング前では処置群と比較群との間に 0.000 と統計
的に有意な差が存在していたが、マッチング後ではその
差が有意ではなくなっている。各変数のマッチング前後
でのバイアスの変化を示したのが図 3である。 

 
図 3 各変数のバイアスの変化（NNマッチング） 

 
[Step4] 平均処置効果の推定 
 Step3 で行ったマッチング結果の検証に基づき、最も
バイアスが縮小できたNNマッチングのアルゴリズムを
用いて平均処置効果の推定を行った。この推定結果を整
理したのが表 1である。 

 
表 1 平均処置効果（対数化勤労所得）の期間での推移 

 
「期間」の欄の「1」が 1年後の変化を表しており、
「レコード数」は推定に用いたレコードの数、「処置効
果」は対数化した勤労所得の変化である。なお、期間が
増えるごとにレコード数が減少しているのは全ての世帯
が取得したデータの期間中の全ての年に回答しているわ
けではなためである。年を経るごとに処置群と比較群の
どちらもレコード数は減少していくが、いずれの期間に
おいても t 値は 1以上となっている。 
上記の推定結果の推移をプロットしたのが図４であ
る。処置群の勤労所得は受給前と比較して翌年には減
少、その後時間が経過してもほぼ横ばいの傾向にある。
一方の比較群では多少の上下はありつつも全体としては
上昇傾向にある。なお、プロットの上下の線は 95%信頼
区間を表すエラーバーである。期間が増えるごとに標準
誤差は増えていることから両群の信頼区間が重なる領域
は増えていく傾向にある。 
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図 4 平均処置効果（対数化勤労所得）の期間での推移 

 
[Step5] 感度分析 
 最後に、頑健性の検証のための感度分析を行った。傾
向スコアマッチングによる処置効果の推定は Step1 で算
定された傾向スコアに依存するため、この回帰分析で推
定結果に影響を及ぼす変数が含まれない場合にはバイア
スが生じるおそれがある。したがって、どの程度の変数
の漏れがある場合に結果が有意でなくなるのかを確認す
ることが感度分析を行う意味である。 
 1～3年後の推定結果に対する感度分析の結果が表２で
ある。信頼区間の符号が変わる地点を網掛けにしてい
る。1年後ではγ1.3 で 95%信頼区間から外れることか
ら、オッズ比 1.3 以上の観測されない要因が存在する場
合には帰無仮説が棄却できなくなることを意味する。同
様に 2年後ではγ1.8、3年後はγ1.2 となっている。 

 
表 2 感度分析の結果 

 
 

 小川(2014)は「大きさについて判断する方法として、
他の共変量が処置変数への割り当てに与える影響との比
較がしばしばなされる」としている。同様の考え方に沿
うとオッズ比 1.2 程度の変数としては「世帯主_性別」
(約 1.2)や「大都市圏ダミー」(約 1.14)などが該当し、こ
れらと同等程度以下に観測できない要因が存在しない場
合には統計的に有意であると判断できる。 
 
分析 2：月次での平均労働日数 
分析 1では対数化した勤労所得の変化によって生活保
護の就労に与える影響について推定してきた。ただし、
単一の指標の変化のみでは必ずしも実態を明らかにはで
きない可能性があることから、「分析 2」として同様の

分析手法を用いて世帯の就労に関する別の指標でも処置
効果の推定を行うこととした。指標として用いるのは、
各世帯の世帯主の月次の平均労働日数である。この推定
結果を整理したのが表 3である。 

 
表 3 平均処置効果（平均労働日数）の期間での推移 

 
この推移をプロットしたのが図 5である。結果として
は、勤労所得の変化と同様に処置群と比較群には有意な
差が生じている。そして、その差は期間を経たとしても
縮小することはなく、むしろ経るごとに開いていく傾向
にある。なお、9年目のプロットでは例外的に両群の処
置効果がほぼ同じ値となっているが、t値が極めて低く
なっていることから有意な結果であるとは言い難い。 

 
図 5 平均処置効果（平均労働日数）の期間での推移 

 
結果の考察 
分析 1と 2の結果、どちらの場合にも両群の平均処置
効果には統計的に有意な差が生じている結果となった。
また、その差は期間を経たとしても解消することはな
い。つまり、生活保護を受給することによって、その世
帯は家族構成や性別、居住地域などの属性が同等の世帯
と比較して就労を控えるようになるということである。
この分析結果は、本研究にて提示した「本来働くことの
できる者も就労を抑制しているのではないか」という仮
説を支持するものである。 
 なお、この就労への負の影響によってどの程度の損失
があると推計されるのだろうか。この点を明らかにする
ために、実数での勤労所得の変化について同様の分析を
行い、処置群と比較群との期間ごとの差額をプロットし
たのが図 6である。中央の直線は最小二乗法によって結
果の線形トレンドを示したもので切片は「-46.1」、傾き
は「-6.51」である。つまり、生活保護を受給しはじめた
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1 年後には平均的に勤労所得が 46.1 万円減少し、その後
も 6.5 万円ずつ減り続けるということである。 

 
図６ 平均処置効果（実数勤労所得の期間での推移） 

 
 この影響を受けるのが被保護世帯のうち就労している
世帯(約 26万世帯)とすると、推定の損失は約 1,200 億円
／年である(受給期間は考慮していないため、これを含め
ればさらに損失額はさらに増えることになる)。 
 被保護世帯の勤労所得が増えればその分だけ生活扶助
費の支出を抑制できる。この損失額は生活扶助費全体の
年間予算(1.2 兆円)の 10%に相当する規模であり、この
規模感は今後追加的に就労インセンティブを喚起する政
策にどの程度投資するべきかを検討するにあたっての判
断材料の一つとなろう。 
 
第 5 章 政策提言 
この実証結果を受けて、より就労インセンティブを高
めるためにはどうすれば良いかという視点から、3つの
政策提言を行う。 
 
① 勤労控除の拡大 
まず、勤労控除の基礎控除額の拡大である。2013 年
に控除額の上限は増額されたものの、8,000 円から
1,5000 円と微々たるものである。一方、平均の最低生活
費は単身世帯でも「10.5 万円」であり、この増額によっ
て影響のある範囲で勤労を増やすことが保護廃止に繋が
るとは到底思われない。各世帯の最低生活費を勤労所得
によって賄える程度までは勤労インセンティブを削がな
い程度の限界税率に抑えることが求められる。 

 
図７ 世帯人数あたりの平均最低生活費（2019） 

 
② 就労自立給付金の拡大 
次に、就労自立給付金の算定率と算定範囲、上限額の
拡大である。この制度は生活保護からの脱却のインセン
ティブや脱却直後の負担の軽減を目的として 2014 年に
導入されたが、算定率は 10%、算定期間も直近 6ヶ月と
1ヶ月分の勤労所得にも満たない程度の規模感である。 

脱却直後には税・社会保険料等の負担が新たに生じる
ことから、同様の勤労所得を得ていたとしても可処分所
得は減ることになる。制度の悪用を抑止するために何ら
かの上限は設けるべきであるが、半年や 1年など新たな
生活が軌道に乗るまでは受給時と同等程度の可処分所得
が確保できるような設計となるべきで、そのためには算
定率と算定期間、上限額を拡大させる必要がある。 
 
③ 給付付き税額控除（負の所得税） 
最後に、給付つき税額控除である。給付つき税額控除
は一定の所得額を上回る中・高所得者からは現状どおり
所得税を徴収するが、一方で一定額を下回る低所得者か
らは税を徴収せず、逆に還付金を給付する制度である。 

 
図８ 給付つき税額控除のイメージ 

 
導入の効果として期待できるのは、1点目に挙げた勤
労控除の拡大と同様に就労インセンティブを与えるとい
うことである。既存の生活保護と比較して段階的に限界
税率が設定されることによって、被保護世帯は多く働け
ばより可処分所得が増やせるようになる。 
もう１つの効果は、資産テスト等を介さず勤労所得を判
断基準として給付を行うことから、低所得者に対して素早
く自動的に対応できるセーフティネットとしての役割が
期待できるという点である。八田(2020)は新型コロナウイ
ルスの感染拡大のような事態に生じる所得の減少に対し
て既存の生活保護制度では迅速性に欠けるとして、給付つ
き税額控除の導入を提案している。鈴木（2021）も 2020
年に行われた特別定額給付金を契機として生じたベーシ
ックインカム導入の議論を踏まえ、その実現可能性の高い
代替策としてこの制度を挙げている。 
 
第 6 章 終わりに 
生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活」という
憲法上の権利を保障するという位置づけであり、その重
要性は現代においても揺るぎないものである。一方で、
「生活を保障するとともに、その自立を助長する」とあ
るように、生活の保障のみを目的とするものではなく一
時的に保護を受けた者も将来的には改めて自立して生活
を営めるようになることを目指している。 
特に 2003 年以降、政府は「利用しやすく自立しやす
い制度へ」という方向性を掲げて就労等による自立支援
を促してきた。そして、その一環として勤労控除の増額
や就労自立給付金の創設などが打ち出してきたわけであ
るが、依然として現行の制度は就労インセンティブを削
いでいる、すなわち本来就労できる者も就労していない
もしくは就労を控えていることが示唆される。政策提言
に挙げたような改善策によって、早急に対応が求められ
る。 
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6,142 11.27974 0.3518842 9.3147 14.31629
6,142 0.0434712 0.2039319 0 1
6,142 0.0450993 0.2075389 0 1
6,142 0.028818 0.1673083 0 1
6,142 7.104319 7.580072 1.8 50
6,142 0.9818186 4.734028 0 25
6,142 0.9202833 4.475383 0 47
6,142 1.02684 6.285558 0 50
6,142 23.2999 13.1488 0 81
6,142 2.363562 1.608537 1 14
6,142 29.2522 14.58523 7 163
6,142 3.718333 2.314005 1 16
6,142 61.80723 12.53648 30 80
6,142 208.3735 111.5734 60 600
6,142 552.4786 313.8455 10.88105 1625.842

log
S
M
L

× S
× M
× L

1,946 11.12386 0.29355 9.615806 12.61154
1,946 0.0138746 0.1170006 0 1
1,946 0.1397739 0.3468414 0 1
1,946 0.0133607 0.1148434 0 1
1,946 7.533428 4.769829 1.81 26.4
1,946 0.2306372 2.074256 0 25
1,946 1.891285 5.170708 0 26.4
1,946 0.2234687 2.096681 0 25
1,946 21.05344 14.66424 0 66
1,946 2.409558 1.708979 1 27
1,946 31.6141 14.51269 8.26 174.26
1,946 3.82631 2.49063 1 37
1,946 63.40185 8.642567 50 80
1,946 249.2549 94.92635 150 500
1,946 561.7895 378.0843 22.42855 2449.979

log
S
M
L

× S
× M
× L
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A B C D
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6,142 11.27974 0.3518842 9.3147 14.31629
6,142 0.0477043 0.2131573 0 1
6,142 0.1180397 0.3226814 0 1
6,142 0.2297297 0.4206932 0 1
6,142 0.1639531 0.3702632 0 1
6,142 0.0718007 0.2581787 0 1
6,142 0.2014002 0.401079 0 1
6,142 0.3702377 0.4829076 0 1
6,142 0.2338001 0.423281 0 1
6,142 0.0325627 0.1775035 0 1
6,142 0.0708238 0.2565512 0 1
6,142 0.1499512 0.3570526 0 1
6,142 0.1805601 0.3846846 0 1
6,142 7.104319 7.580072 1.8 50
6,142 23.2999 13.1488 0 81
6,142 2.363562 1.608537 1 14
6,142 29.2522 14.58523 7 163
6,142 3.718333 2.314005 1 16
6,142 61.80723 12.53648 30 80
6,142 208.3735 111.5734 60 600
6,142 552.4786 313.8455 10.88105 1625.842

1,946 11.12386 0.29355 9.615806 12.61154
1,946 0.0215827 0.145354 0 1
1,946 0.1243577 0.330074 0 1
1,946 0.3514902 0.4775584 0 1
1,946 0.3540596 0.4783503 0 1
1,946 0.1428571 0.3500171 0 1
1,946 0.4655704 0.4989414 0 1
1,946 0.5996917 0.4900867 0 1
1,946 0.303186 0.4597531 0 1
1,946 0.0174717 0.1310546 0 1
1,946 0.0832477 0.2763272 0 1
1,946 0.4244604 0.4943879 0 1
1,946 0.2857143 0.4518701 0 1
1,946 7.533428 4.769829 1.81 26.4
1,946 21.05344 14.66424 0 66
1,946 2.409558 1.708979 1 27
1,946 31.6141 14.51269 8.26 174.26
1,946 3.82631 2.49063 1 37
1,946 63.40185 8.642567 50 80
1,946 249.2549 94.92635 150 500
1,946 561.7895 378.0843 22.42855 2449.979
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A B C D

383 11.13379 0.2980028 10.12663 13.35348
383 0.6605744 0.4741337 0 1
383 0.0287206 0.1672387 0 1
383 0.1879896 0.3912149 0 1
383 0.383812 0.4869491 0 1
383 0.0261097 0.15967 0 1
383 0.1227154 0.3285394 0 1
383 0.2454308 0.4309052 0 1
383 6.784726 4.121566 1.82 25
383 22.32376 12.50025 4 66
383 2.29765 1.548575 1 13
383 31.64601 13.93506 11.55 75.53
383 3.548303 2.273715 1 14
383 666.3763 354.7931 29.39238 1440.867
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log log

0.0327 0.115*
(0.0417) (0.0674)
0.0832*** 0.0445**
(0.0281) (0.0206)
0.174*** 0.0887
(0.0370) (0.0583)

0.00317*** 0.00260***
(0.00109) (0.000995)
0.00326 0.00444
(0.00207) (0.00393)
0.00680*** 0.00376**
(0.00167) (0.00169)
0.00582*** 0.00647*
(0.00152) (0.00358)
0.00756*** 0.00809***
(0.000142) (0.000187)
0.0109*** 0.00924***
(0.00154) (0.00207)
0.0204*** 0.0174***
(0.000132) (0.000191)
0.0104*** 0.00656***
(0.00140) (0.00169)
0.000685** 0.00107*
(0.000336) (0.000625)
7.85e 05* 0.000129**
(4.20e 05) (6.40e 05)
9.01e 05*** 6.74e 05***
(1.23e 05) (2.18e 05)
10.97*** 10.46***
(0.0356) (0.123)

6,142 1,946
0.859 0.891

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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log log

S20 0.0231* 0.0758***
(0.0128) (0.0224)

S20 100 0.0371*** 0.0269**
(0.00985) (0.0115)

S100 300 0.0129 0.0295***
(0.00864) (0.0104)

S300 500 0.0403*** 0.0148*
(0.00758) (0.00834)

M20 0.0237** 0.00610
(0.0119) (0.0106)

M20 100 0.00578 0.0175**
(0.0101) (0.00860)

M100 300 0.00663 0.0159*
(0.00917) (0.00869)

M300 500 0.00278 0.00760
(0.00802) (0.00723)

L20 0.0960*** 0.0203
(0.0150) (0.0232)

L20 100 0.0449*** 0.00491
(0.0105) (0.0145)

L100 300 0.0229*** 0.00628
(0.00798) (0.0112)

L300 500 0.0269*** 0.00787
(0.00671) (0.00997)
0.000556* 0.00104
(0.000333) (0.000731)
0.00748*** 0.00814***
(0.000142) (0.000188)
0.0105*** 0.00875***
(0.00154) (0.00205)
0.0205*** 0.0174***
(0.000132) (0.000192)
0.0116*** 0.00701***
(0.00140) (0.00167)
0.000469 0.00140**
(0.000337) (0.000607)
2.33e 05 0.000194***
(4.33e 05) (6.40e 05)
0.000106*** 8.33e 05***
(1.28e 05) (2.21e 05)
11.02*** 10.49***
(0.0377) (0.122)

6,142 1,946
0.860 0.892

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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log log

2016 0.0847*** 0.111***
(0.0134) (0.0289)

20 0.0650 0.0388
(0.0397) (0.166)

20 100 0.0474 0.0387
(0.0317) (0.0457)

100 300 0.0662*** 0.0268
(0.0166) (0.0374)

20 2016 0.0204 0.0816
(0.0406) (0.180)

20 100 ×2016 0.000861 0.102**
(0.0357) (0.0509)

100 300 ×2016 0.0421** 0.0651
(0.0200) (0.0405)

0.00284*** 0.00105
(0.00106) (0.00252)
0.00716*** 0.00701***
(0.000430) (0.000733)
0.0190*** 0.0154**
(0.00379) (0.00723)
0.0203*** 0.0162***
(0.000331) (0.000706)
0.00241 0.000746
(0.00300) (0.00569)
1.05e 05 9.72e 05
(4.13e 05) (7.94e 05)
10.80*** 10.83***
(0.0574) (0.165)

559 383
0.924 0.751

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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i

A B

3  

   
ln /m2  2016 2021

/m2  
A 

 1 0  AB 
 2019 2021

0  
A 

2016 2021  1  A 
 

A  
B Arcgis shape  

 
   

2016 2017 2018 2019 2020 2021  
 5 5 5 5 5 5 30 
 169 171 171 173 173 174 1031 
 174 176 176 178 178 179 1061 

     
ln m2  10.76943 0.5452004 9.25913 12.91164 

 0.0282752 0.1658362 0 1 
 0.5042413 0.5002178 0 1 

2021  0.1687088 0.3746711 0 1 
2020  0.1677663 0.3738348 0 1 
2019  0.1677663 0.3738348 0 1 
2018  0.1658812 0.3721494 0 1 
2017  0.1658812 0.3721494 0 1 
2016  0.1639962 0.3704468 0 1 
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1 2019 2020
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2020 8 28
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ln    t  
×  -0.18536 0.01328 -13.96 

×2018  -0.00989 0.016264 -0.61 
×2017  -0.00324 0.016264 -0.2 

 -0.00433 0.00225 -1.93 
2018  -0.00546 0.002751 -1.98 
2017  -0.00416 0.002751 -1.51 

 10.7759 0.001924 5600.67 
 1061   

within  0.3096   
F Hausman

ln    t  
×2021  -0.17828 0.016281 -10.95  
×2020  -0.18229 0.016281 -11.20  
×2019  -0.19551 0.016281 -12.01  
×2018  -0.00989 0.016282 -0.61  
×2017  -0.00324 0.016282 -0.20  

2021  -0.00565 0.002749 -2.06  
2020  -0.00302 0.002749 -1.10  
2019  -0.00433 0.002749 -1.58  
2018  -0.00546 0.002754 -1.98  
2017  -0.00416 0.002754 -1.51  

 10.7759 0.001926 5594.70  
 1061   

within  0.3113   
F Hausman
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2020 8 28

2021 1

2  

 

ln    t  
×  0.074303 0.003817 19.46 
×2018  0.039301 0.004671 8.41 
×2017  0.020439 0.004671 4.38 
×  -0.13648 0.010985 -12.42 

×2018  0.015856 0.013454 1.18 

×2017  0.010042 0.013454 0.75 

 -0.05321 0.003095 -17.19 
2018  -0.0312 0.00379 -8.23 
2017  -0.01744 0.00379 -4.6 

 10.77554 0.00155 6954.11 
 1061   

within  0.5538   
F Hausman

ln    t  
×2021  0.089441 0.004548 19.67 
×2020  0.075529 0.004548 16.61 
×2019  0.057939 0.004548 12.74 
×2018  0.039301 0.004553 8.63 
×2017  0.020439 0.004553 4.49 
×2021  -0.11934 0.013112 -9.1 
×2020  -0.1326 0.013112 -10.11 
×2019  -0.15751 0.013112 -12.01 
×2018  0.015856 0.013112 1.21 
×2017  0.010042 0.013112 0.77 

2021  -0.06459 0.003694 -17.48 
2020  -0.05271 0.003694 -14.27 
2019  -0.04233 0.003694 11.46 
2018  -0.0312 0.003694 -8.45 
2017  -0.01744 0.003694 -4.72 

 10.77554 0.00151 135.1 
 1061   

within  0.5791   

F Hausman
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ln    t  
×  0.040028 0.00552 7.25 
×2018  0.022932 0.00673 3.41 
×2017  0.013268 0.00673 1.97 

×  0.083336 0.003794 21.9 
×2018  0.043505 0.004643 9.37 
×2017  0.022163 0.004643 4.77 

×  -0.13648 0.010457 -13.05 
×2018  0.015856 0.012807 1.24 
×2017  0.010042 0.012807 0.78 

 -0.05321 0.002946 -18.06 
2018  -0.0312 0.003608 -8.65 
2017  -0.01744 0.003608 -4.83 

 10.7757 0.001475 7304.55 
 1061   

within  0.5971   
F Hausman

ln    t  
×2021  0.050492 0.006494 7.78 
×2020  0.039594 0.006494 6.1 
×2019  0.029998 0.006494 4.62 
×2018  0.022932 0.006524 3.51 
×2017  0.013268 0.006524 2.03 

×2021  0.099772 0.004498 22.18 
×2020  0.085023 0.004498 18.9 
×2019  0.065212 0.004498 14.5 
×2018  0.043505 0.004501 9.67 
×2017  0.022163 0.004501 4.92 

×2021  -0.11934 0.012415 -9.61 
×2020  -0.1326 0.012415 -10.68 
×2019  -0.15751 0.012415 -12.69 
×2018  0.015856 0.012415 1.28 
×2017  0.010042 0.012415 0.81 

2021  -0.06459 0.003497 -18.47 
2020  -0.05271 0.003497 -15.07 
2019  -0.04233 0.003497 -12.1 
2018  -0.0312 0.003497 -8.92 
2017  -0.01744 0.003497 -4.99 

 10.77569 0.00143 7535.47 
 1061   

within  0.6249   
F Hausman
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ln    t  
L2 ×  0.00000834 0.0058529 0.00 

L2 ×2017 1 1  0.0018621 .0085866 0.22 
 -0.0084578 0.0029429 -2.87 

2017 1 1  -0.0036233 0.0043754 -0.83 
 10.77595 0.0022969 4691.51 
 1061   

within  0.0140   
F Hausman

ln    t  
L2 ×2021  0.00017359 0.0074312 0.23 
L2 ×2020  -0.0001935 0.0074312 -0.03 
L2 ×2019  0.0014904 0.0074312 0.2 
L2 ×2018  -0.0018059 0.0074535 -0.24 

L2 ×2017 7 1  -0.0034847 0.0106511 -0.33 
L2 ×2017 1 1  0.0021016 0.0086278 0.24 

2021  -0.0111967 0.0037516 -2.98 
2020  -0.0081839 0.0037516 -2.18 
2019  -0.010296 0.0037516 -2.74 
2018  -0.0053106 0.0037563 -1.41 

2017 7 1  -0.0050813 0.0052667 -0.96 
2017 1 1  -0.0038552 0.0043965 -0.88 

 10.77596 0.0023026 4679.9 
 1061   

within  0.0181   
F Hausman
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L1  L1 1 0  A B 
 2005 7 2021 1
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A 

2003 2021  1 2005
2005 1 1 7 1
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A  
B Arcgis shape  

  L1    
 2021 75 104 179 

2020 75 103 178 
2019 75 103 178 
2018 74 102 176 
2017 74 102 176 
2016 73 101 174 
2015 73 99 172 
2014 72 99 171 
2013 70 95 165 
2012 67 91 158 
2011 67 90 157 
2010 66 90 156 
2009 65 89 154 
2008 65 88 153 
2007 64 87 151 
2006 62 86 148 

2005  7 1  27 31 58 
 2005  1 1  35 54 89 

2004 61 85 146 
2003 60 84 144 

  1300 1783 3083 
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ln m2  10.84899 0.485075 9.25913 12.9831 

L1  0.421667 0.493906 0 1 
 0.877068 0.328413 0 1 

2021  0.05806 0.233895 0 1 
2020  0.057736 0.233281 0 1 
2019  0.057736 0.233281 0 1 
2018  0.057087 0.232047 0 1 
2017  0.057087 0.232047 0 1 
2016  0.056439 0.230804 0 1 
2015  0.05579 0.229553 0 1 
2014  0.055466 0.228924 0 1 
2013  0.053519 0.225103 0 1 
2012  0.051249 0.220541 0 1 
2011  0.050924 0.219879 0 1 
2010  0.0506 0.219215 0 1 
2009  0.049951 0.21788 0 1 
2008  0.049627 0.217208 0 1 
2007  0.048978 0.215858 0 1 
2006  0.048005 0.213812 0 1 

2005 7 1  0.018813 0.135886 0 1 
2005 1 1  0.028868 0.167463 0 1 

2004  0.047357 0.212435 0 1 
2003  0.046708 0.211046 0 1 

0

-  385  -



1 5-1  

5-1

ln it 0 1 L1 × it 

2 L1 ×2005 1 1 it 

3 L1 ×2004 it 

4 it 52005 1 1 it 62004 it 

i

2 5-2  

5-2 L1 2022L1 2005 7 1L1 2005 1 1L1 200420222005 7 1 2005 1 12004
3

5-1 20 5-2 21

2

 

 

ln    t  
L1 ×  0.1513781  0.0156236  9.69  

L1 ×2005 1 1  0.0077036  0.024859  0.31  
L1 ×2004  0.0030928  0.0213781  0.14  

 -0.3576782  0.0100857  -35.46  
2005 1 1  -0.1304841  0.0157497  -8.28  

2004  -0.0736247  0.0138084  -5.33  
 11.1136300  0.007501  1481.61  
 3083   

within  0.4741   
F Hausman

-  386  -



ln    t  
L1 ×2021   0.2718691 0.0117862 23.07 
L1 ×2020  0.260818 0.0117862 22.13 
L1 ×2019  0.2432405 0.0117862 20.64 
L1 ×2018  0.2358968 0.0118069 19.98 
L1 ×2017  0.2175325 0.0118069 18.42 
L1 ×2016  0.1989551 0.0118323 16.81 
L1 ×2015  0.180441 0.0118511 15.23 
L1 ×2014  0.1597096 0.0118693 13.46 
L1 ×2013  0.1406147 0.0119497 11.77 
L1 ×2012  0.1190239 0.0120582 9.87 
L1 ×2011  0.1015879 0.0120703 8.42 
L1 ×2010  0.090475 0.0120929 7.48 
L1 ×2009  0.0810561 0.012129 6.68 
L1 ×2008  0.0716304 0.0121419 5.9 
L1 ×2007  0.053081 0.0121795 4.36 
L1 ×2006  0.0339703 0.0122443 2.77 

L1 ×2005 7 1  0.0291722 0.0163239 1.79 
L1 ×2005 1 1  0.0098091 0.0142887 0.69 

L1 ×2004  0.0031914 0.0122852 0.26 
2021   -0.4736044 0.0076262 -62.1 
2020  -0.4664338 0.0076262 -61.16 
2019  -0.4607045 0.0076262 -60.41 
2018  -0.4534893 0.0076373 -59.38 
2017  -0.4442811 0.0076373 -58.17 
2016  -0.4322234 0.0076508 -56.49 
2015  -0.4189725 0.0076797 -54.56 
2014  -0.4036655 0.0076797 -52.56 
2013  -0.3861861 0.0077439 -49.87 
2012  -0.3593776 0.0078142 -45.99 
2011  -0.3272941 0.0078329 -41.78 
2010  -0.2920749 0.0078329 -37.29 
2009  -0.2557332 0.0078523 -32.57 
2008  -0.2288589 0.0078722 -29.07 
2007  -0.211441 0.0078927 -26.79 
2006  -0.1835766 0.0079137 -23.20  

2005 7 1  -0.146992 0.0109751 -13.39 
2005 1 1  -0.1346618 0.0090527 -14.88 

2004  -0.0736765 0.0079352 -9.28 
 11.11757 0.004311 2578.88 
 3083   

within  0.8282   
F Hausman

-  387  -



 

10 6

SFT

3

2018 2956

537 2

2016

4

2020 20

L2

56

19

57 Arcgis shape

-  388  -



SFT

SFT m2 58 SFT

30

59 SFT 48

22 60 SFT

2019

-  389  -



SFT

-  390  -



   
 

  48 643

 

 

 39 326

 49 689

 53 800

 53 613

 53 592

 38 506

 59 794

 45 450

 45 542

 45 542

 38 519

-  391  -



 
SFT 23

24 25 SFT 61

1-1

1-1

1-2 1 1-

2

2019 10 12 SFT 10 12 22

10 13 1
83 2019 10 13

   
ln  1991 2021 9

 
A 

SFT  SFT
1 0  

A 

 2019 10 13 1
0  

A 

1991 2021  1 2019 10 13
 

A 

ln   A 
ln   A 
ln   A 

 1
0  

A 

 
1 0

 

AB 

 586
 

A 

 
A  
B shape Arcgis  

-  392  -



SFT    

 
2021  8 347 355 
2020  7 423 430 

2019 10 13 12 31  0 71 71 

 

2019 1 1 10 12  7 430 437 
2018  16 441 457 
2017  14 381 395 
2016  7 387 394 
2015  8 362 370 
2014  12 363 375 
2013  17 379 396 
2012  12 333 345 
2011  6 321 327 
2010  6 282 288 
2009  6 299 305 
2008  0 278 278 
2007  0 204 204 
2006  0 194 194 
2005  0 222 222 
2004  0 162 162 
2003  0 157 157 
2002  0 142 142 
2001  0 110 110 
2000  0 120 120 
1999  0 107 107 
1998  0 82 82 
1997  0 85 85 
1996  0 92 92 
1995  0 90 90 
1994  0 86 86 
1993  0 59 59 
1992  0 38 38 
1991  0 20 20 

  126 7067 7193 

-  393  -



     
ln  17.30395 0.6271273 14.22098 19.9203 
SFT  0.017517 0.1311967 0 1 

 0.1190046 0.3238164 0 1 
2021  0.0493535 0.2166202 0 1 
2020  0.0597803 0.2370959 0 1 

2019 10 13 12 31  0.0061171 0.0779775 0 1 
2019 10 12  0.0607535 0.2388942 0 1 

2018  0.063534 0.2439379 0 1 
2017  0.0549145 0.2278291 0 1 
2016  0.0547755 0.2275573 0 1 
2015  0.0514389 0.2209066 0 1 
2014  0.052134 0.2223127 0 1 
2013  0.0550535 0.2281006 0 1 
2012  0.0479633 0.2137035 0 1 
2011  0.0454609 0.2083272 0 1 
2010  0.0400389 0.1960642 0 1 
2009  0.0424023 0.2015193 0 1 
2008  0.0386487 0.1927696 0 1 
2007  0.0283609 0.1660132 0 1 
2006  0.0269707 0.1620089 0 1 
2005  0.0308633 0.1729594 0 1 
2004  0.0225219 0.1483837 0 1 
2003  0.0218268 0.1461278 0 1 
2002  0.0197414 0.13912 0 1 
2001  0.0152926 0.1227228 0 1 
2000  0.0166829 0.1280892 0 1 
1999  0.0148756 0.1210633 0 1 
1998  0.0114 0.1061677 0 1 
1997  0.011817 0.1080695 0 1 
1996  0.0127902 0.1123761 0 1 
1995  0.0125122 0.1111635 0 1 
1994  0.0119561 0.1086957 0 1 
1993  0.0082024 0.0902013 0 1 
1992  0.0052829 0.0724965 0 1 
1991  0.0027805 0.0526606 0 1 

ln  4.079448 0.4140655 2.639057 5.252378 
ln  2.98763 0.5466159 -0.51083 4.025352 
ln  1.5034 0.922592 0 4.043051 

 0.0158487 0.1248989 0 1 
 0.1743362 0.3794247 0 1 
 0.3449187 0.4753748 0 1 
 0.1751703 0.3801391 0 1 
 0.0132073 0.1141695 0 1 
 0.2047824 0.4035706 0 1 
 0.1650215 0.3712258 0 1 
 0.260114 0.4387271 0 1 
     

-  394  -



1 1-1  

1-1 SFTSFT 2019 1 1 10 12SFT 2019SFT
2019 1 1 10 122019

-  395  -



2 1-2  

1-2 SFT 2022SFT 2019 10 13 12 31SFT 2019 1 1 10 12SFT 2019SFT 20222019 10 13 12 312019 1 1 10 12
2019

-  396  -



3

1-1 26 SFT 7.3

5 1-2

2 2021 10.9

1 1

ln    t  
SFT×  -0.0728569 0.0326193 -2.23 

SFT×2019 1 1 10 12  0.014494 0.0299313 0.48 
SFT×2018  -0.0024658 0.0267522 -0.09 
SFT×2017  0.0054686 0.026257 0.21 

    
 7193   
 0.9768   

ln    t  
SFT×2021  -0.1097429 0.0415434 -2.64 
SFT×2020  -0.0539934 0.0369519 -1.46 

SFT×2019 1 1 10 12  0.0143774 0.0300584 0.48 
SFT×2018  -0.0025703 0.0268685 -0.1 
SFT×2017  0.0056085 0.0263962 0.21 

    
 7193   
 0.9775   

 

SFT

28 SFT
84 62 2-1

2-1

2-2

1 2-2

-  397  -



  SFT 
SFT  

  

 
2021  8 14 333 355 
2020  7 22 401 430 

2019 10 13 12 31  0 5 66 71 

 

2019 1 1 10 12  7 14 416 437 
2018  16 19 422 457 
2017  14 20 361 395 
2016  7 20 367 394 
2015  8 9 353 370 
2014  12 15 348 375 
2013  17 13 366 396 
2012  12 16 317 345 
2011  6 13 308 327 
2010  6 17 265 288 
2009  6 11 288 305 
2008  0 10 268 278 
2007  0 8 196 204 
2006  0 12 182 194 
2005  0 9 213 222 
2004  0 1 161 162 
2003  0 4 153 157 
2002  0 4 138 142 
2001  0 3 107 110 
2000  0 3 117 120 
1999  0 3 104 107 
1998  0 3 79 82 
1997  0 2 83 85 
1996  0 2 90 92 
1995  0 3 87 90 
1994  0 2 84 86 
1993  0 3 56 59 
1992  0 1 37 38 
1991  0 0 20 20 

  126 281 6786 7193 

-  398  -



1 2-1  

2-1SFTSFT 2019 10 12
SFT 2019

SFTSFT 2019 1 1 10 12
SFT 2019

SFT SFT
2019 1 1 10 12

2019

-  399  -



2 2-2  

2-2

SFT 2022
SFT 2019 10 13 12 31SFT 2019 1 1 10 12

SFT 2019
SFT 2022

SFT 2019 10 13 12 31SFT 2019 1 1 10 12
SFT 2019

SFT SFT
2022

2019 10 13 12 312019 1 1 10 12
2019

3

2-1 29 2-2 30 SFT

5 2021 1

1 SFT

SFT

-  400  -



ln    t  

SFT×  -0.0713 0.032746 -2.18 
SFT×2019 1 1 10 12  0.016606 0.03005 0.55 

SFT×2018  -0.001 0.02686 -0.04 
SFT×2017  0.008808 0.026392 0.33 

SFT ×  0.059973 0.090362 0.66 
SFT ×2019 1 1 10 12  0.054077 0.091472 0.59 

SFT ×2018  0.058296 0.090918 0.64 
SFT ×2017  0.09374 0.082377 1.14 

  
 7193   
 0.9772   

ln    t  

SFT×2021  -0.1070791 0.0416284 -2.57 
SFT×2020  -0.0526251 0.0372026 -1.41 

SFT×2019 10 12  0.0165312 0.0301842 0.55 
SFT×2018  -0.001104 0.0269828 -0.04 
SFT×2017  0.0089326 0.0265396 0.34 

SFT ×2021  0.0794068 0.0926316 0.86 
SFT ×2020  0.0650613 0.0876141 0.74 

SFT ×2019 10 13 12 31  0.0769486 0.1046604 0.74 
SFT ×2019 1 1 10 12  0.059549 0.0901573 0.66 

SFT ×2018  0.0631298 0.0894066 0.71 
SFT ×2017  0.0983879 0.0810464 1.21 

    
 7193 
 0.9775 

 

SFT L2

SFT

22  

2019 JR

-  401  -



86

L2

31

63 3-1

3-1

3-2

3-2  

 SFT   

 
2021  8 104 243 355 
2020  7 114 309 430 

2019 10 13 12 31  0 22 49 71 

 

2019 1 1 10 12  7 106 324 437 
2018  16 118 323 457 
2017  14 78 303 395 
2016  7 74 313 394 
2015  8 58 304 370 
2014  12 53 310 375 
2013  17 43 336 396 
2012  12 37 296 345 
2011  6 24 297 327 
2010  6 21 261 288 
2009  6 14 285 305 
2008  0 3 275 278 
2007  0 0 204 204 
2006  0 0 194 194 
2005  0 0 222 222 
2004  0 0 162 162 
2003  0 0 157 157 
2002  0 0 142 142 
2001  0 0 110 110 
2000  0 0 120 120 
1999  0 0 107 107 
1998  0 0 82 82 
1997  0 0 85 85 
1996  0 0 92 92 
1995  0 0 90 90 
1994  0 0 86 86 
1993  0 0 59 59 
1992  0 0 38 38 
1991  0 0 20 20 

  126 869 6198 7193 

-  402  -



1 3-1  

3-1   SFTSFT 2019 1 1 10 12
SFT 2019

2019 1 1 10 12
2019

SFT

2019 1 1 10 12
2019

-  403  -



2 3-2  

3-2

SFT 2022
SFT 2019 10 13 12 31SFT 2019 10 12

SFT 2019
2022

2019 10 13 12 312019 10 12
2019

SFT
2022

2019 10 13 12 312019 1 1 10 12
2019

3

3-1 32 3-2 33 SFT

5 2021

 

1 2019 10 13 12 31 5 2020 2021

1 SFT

1

2019 10 13 12 31 2020

-  404  -



2020 8 28

2

ln   
 

t  

SFT×  -0.0818606 0.0328093 -2.5 
SFT×2019 1 1 10 12  0.007383 0.0301406 0.24 

SFT×2018  -0.0092444 0.0269854 -0.34 
SFT×2017  0.0028478 0.0266002 0.11 

×  -0.0994566 0.027529 -3.61 
×2019 1 1 10 12  -0.0894208 0.0276857 -3.23 

×2018  -0.0859987 0.0274818 -3.13 
×2017  -0.0688156 0.0278911 -2.47 

  
 7193  

 0.9771 

ln    t  

SFT×2021  -0.1259084 0.0419476 -3.00  
SFT×2020  -0.0608553 0.0371955 -1.64 

SFT×2019 1 1 10 12  0.0071836 0.0302943 0.24 
SFT×2018  -0.009165 0.0271308 -0.34 
SFT×2017  0.0031879 0.0267615 0.12 

×2021  -0.1214241 0.0282355 -4.3 
×2020  -0.0934256 0.0276611 -3.38 

×2019 10 13 12 31  -0.0658772 0.0313813 -2.1 
×2019 1 1 10 12  -0.0906446 0.0275539 -3.29 

×2018  -0.0864124 0.027357 -3.16 
×2017  -0.0689579 0.0277701 -2.48 

  
 7193  

 0.9775 

-  405  -



 

SFT

 

34

64 65 35

36 4-1

4-1

4-2

4-2

TM11 2020 6

  
SFT  

TM1   
TM 2   
TM 3   
TM 4   
TM 5   
TM 6   
TM 7   
TM 8   
TM 9   

TM 10   
TM11   

-  406  -



-  407  -



 SFT 
TM   

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   

 

2021  8 4 8 19 11 14 10 10 12 4 8 4 243 355 

2020  7 3 7 15 15 13 13 12 12 6 13 5 309 430 
2019 10 13 12 31  0 1 1 5 2 5 3 1 1 2 1 0 49 71 

 

2019 1 1 10 12  7 4 17 6 12 3 14 13 4 20 13 0 324 437 

2018  16 3 21 11 3 11 11 23 9 8 18 0 323 457 

2017  14 5 15 2 0 0 9 18 7 8 14 0 303 395 

2016  7 1 20 1 0 0 9 16 5 10 12 0 313 394 

2015  8 1 13 0 0 0 4 14 3 6 17 0 304 370 

2014  12 4 8 0 0 0 3 18 0 4 16 0 310 375 

2013  17 3 9 0 0 0 0 15 0 0 16 0 336 396 

2012  12 0 17 0 0 0 0 12 0 1 7 0 296 345 

2011  6 0 13 0 0 0 0 8 0 0 3 0 297 327 

2010  6 0 11 0 0 0 0 9 0 0 1 0 261 288 

2009  6 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 285 305 

2008  0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 278 

2007  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 204 

2006  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 194 

2005  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 222 

2004  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 162 

2003  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 157 

2002  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 142 

2001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 

2000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 

1999  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 

1998  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 82 

1997  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 

1996  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 

1995  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 

1994  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86 

1993  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59 

1992  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 

1991  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 

  126 29 170 59 43 46 76 176 53 69 139 9 6198 7193 

     
TM1  0.004032 0.063372 0 1 
TM2  0.023634 0.151917 0 1 
TM3  0.008202 0.090201 0 1 
TM4  0.005978 0.077092 0 1 

TM 5  0.006395 0.079719 0 1 
TM 6  0.010566 0.102253 0 1 
TM 7  0.024468 0.154508 0 1 
TM 8  0.007368 0.085528 0 1 
TM 9  0.009593 0.097478 0 1 

TM 10  0.019324 0.137672 0 1 
TM 11  0.001251 0.035353 0 1 

-  408  -



1 4-1  

4-1 SFTSFT
TM
TM

SFT TM

2 4-2  

4-2  SFT
TM

SFT TM

-  409  -



3

4-1 37 4-2 38 39

SFT

TM1 TM5 TM6 TM7 TM8

SFT

1  

4-2 38

2021 2019 10 13

12 31 2020

2020 8 28

 

TM1 TM5 TM6 TM7

TM8 TM4

66 4.4.3

SFT

 

SFT

-  410  -



 

2022 21

-  411  -



ln    t  
SFT×  -0.0817466 0.0330073 -2.48  

SFT×2019 1 1 10 12  0.0074321 0.0303173 0.25  
SFT×2018  -0.0090674 0.027148 -0.33  
SFT×2017  0.0029407 0.0267635 0.11  
TM1×  -0.1146321 0.0249106 -4.60  

TM1×2019 1 1 10 12  -0.1078589 0.0237399 -4.54  
TM1×2018  -0.0234612 0.0362417 -0.65  
TM1×2017  -0.0283316 0.0145485 -1.95  
TM2×  0.0289393 0.021668 1.34  

TM2×2019 1 1 10 12  0.0148627 0.0211944 0.70  
TM2×2018  0.0124435 0.0166543 0.75  
TM2×2017  0.030617 0.020733 1.48  
TM3×  -0.0089327 0.0103782 -0.86  

TM3×2019 1 1 10 12  0.0087417 0.0187557 0.47  
TM3×2018  0.0232449 0.0195921 1.19  
TM3×2017  -0.0152433 0.0117159 -1.30  
TM4×  -0.0642963 0.0269828 -2.38  

TM4×2019 1 1 10 12  -0.0593251 0.0276786 -2.14  
TM5×  -0.057603 0.0215823 -2.67  

TM5×2019 1 1 10 12  -0.0209682 0.0217268 -0.97  
TM6×  -0.0748837 0.0317667 -2.36  

TM6×2019 1 1 10 12  -0.0310912 0.032562 -0.95  
TM6×2018  -0.0415852 0.0325487 -1.28  
TM6×2017  -0.0662606 0.0319549 -2.07  
TM7×  -0.0536528 0.0299625 -1.79  

TM7×2019 1 1 10 12  -0.037642 0.0305665 -1.23  
TM7×2018  -0.0271111 0.0310346 -0.87  
TM7×2017  0.0079825 0.0311505 0.26  
TM8×  -0.0557675 0.0188197 -2.96  

TM8×2019 1 1 10 12  -0.0258749 0.018141 -1.43  
TM8×2018  -0.0558119 0.0201929 -2.76  
TM8×2017  -0.0173718 0.0196227 -0.89  
TM9×  -0.0163073 0.0223131 -0.73  

TM9×2019 1 1 10 12  -0.0450706 0.0137533 -3.28  
TM9×2018  -0.0548752 0.0314208 -1.75  
TM9×2017  0.0068222 0.020459 0.33  

TM10×  -0.0440944 0.0174221 -2.53  
TM10×2019 1 1 10 12  -0.0499716 0.0212467 -2.35  

TM10×2018  -0.0768681 0.0157701 -4.87  
TM10×2017  -0.0506363 0.0162713 -3.11  

    
 7193   
 0.9772   

-  412  -



ln    t     t  
SFT×2021  -0.12556 0.042231 -2.97 TM6×2021  -0.07021 0.025697 -2.73 
SFT×2020  -0.06103 0.037529 -1.63 TM6×2020  -0.02691 0.023105 -1.16 

SFT×2019 1 1
10 12  0.007183 0.030531 0.24 TM6×2019 1 1

10 12  0.001564 0.023653 0.07 
SFT×2018  -0.00902 0.027349 -0.33 TM6×2018  -0.00834 0.023049 -0.36 
SFT×2017  0.003274 0.026975 0.12 TM6×2017  -0.03274 0.022896 -1.43 

TM1×2021  -0.09118 0.044314 -2.06 TM7×2021  -0.05883 0.022046 -2.67 
TM1×2020  -0.057 0.026594 -2.14 TM7×2020  -0.0259 0.017456 -1.48 

TM1×2019 1 1
10 12  -0.05334 0.028632 -1.86 TM7×2019 10 13

12 31  0.04258 0.018712 2.28 

TM1×2018  0.031587 0.039749 0.79 TM7×2019
10 12  -0.01688 0.017888 -0.94 

TM1×2017  0.027212 0.021308 1.28 TM7×2018  -0.00603 0.018646 -0.32 
TM2×2021  -0.0949 0.033214 -2.86 TM7×2017  0.029653 0.018899 1.57 
TM2×2020  -0.08451 0.029926 -2.82 TM8×2021  -0.08984 0.021862 -4.11 

TM2×2019 10 13
12 31  -0.09692 0.029736 -3.26 TM8×2020  -0.04142 0.021334 -1.94 

TM2×2019 1 1
10 12  -0.09543 0.030188 -3.16 TM8×2019 10 13

12 31  -0.01911 0.021133 -0.9 

TM2×2018  -0.09742 0.027292 -3.57 TM8×2019 1 1
10 12  -0.02579 0.01818 -1.42 

TM2×2017  -0.07899 0.029967 -2.64 TM8×2018  -0.05515 0.020204 -2.73 
TM3×2021  -0.03632 0.011441 -3.17 TM8×2017  -0.01652 0.019699 -0.84 
TM3×2020  -0.00204 0.011297 -0.18 TM9×2020  -0.02531 0.013617 -1.86 

TM3×2019 10 13
12 31  0.026322 0.034738 0.76 TM9×2019 10 13

12 31  0.010074 0.019885 0.51 
TM3×2019 1 1

10 12  0.008488 0.018782 0.45 TM9×2019 1 1
10 12  -0.04535 0.013809 -3.28 

TM3×2018  0.023509 0.019615 1.2 TM9×2018  -0.05488 0.03161 -1.74 
TM3×2017  -0.01472 0.01191 -1.24 TM9×2017  0.007546 0.020457 0.37 
TM4×2021  -0.01441 0.023229 -0.62 TM10×2021  0.023546 0.023565 1 
TM4×2020  0.010215 0.021585 0.47 TM10×2020  0.013156 0.021509 0.61 

TM4×2019 1 1
10 12  0.004709 0.021431 0.22 TM10×2019 1 1

10 12  0.009082 0.024343 0.37 
TM4×2018  0.065001 0.030031 2.16 TM10×2018  -0.01754 0.019598 -0.89 
TM5×2021  -0.08363 0.024682 -3.39 TM10×2017  0.009219 0.020007 0.46 
TM5×2020  -0.05576 0.022925 -2.43     

TM5×2019 1 1
10 12  -0.02105 0.021188 -0.99  7193   
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傾向スコアマッチング法による生活保護受給の就労への影響の分析 
 
 

< 要旨 > 
 生活保護の被保護世帯数は2021年時点で約164万世帯、予算規模は約3.8兆円であり、90
年代後半以降一貫して上昇し続けている。この状況に対して政府の対策として行われている
のは就労による自立の促進であるが、世帯数に対する保護廃止の割合の傾向にはほぼ変動は
ないなど十分に機能しているとは言えない状況にある。 
 被保護者の就労について、制度上の課題として挙げられているのが限界税率である。被保
護世帯は勤労した場合に非常に高い限界税率に直面することから、就労できたとしてもそれ
を隠して就労しない、もしくは就労を控えることで生活保護に留まるというモラルハザード
の生まれる余地が存在する。 
 一方で、実際に生活保護制度が被保護世帯の就労に負の影響を与えているかどうかという
点は必ずしも明らかではない。先行研究では高い限界税率にもかかわらず就労している者も
多く存在することが確認されている。また、就労による自立が進んでいないにせよ、生活保
護が就労を抑制しているのではなく、元々就労できない者や困難な者が生活保護を受給して
いるだけということも考えられる。 
 この問題意識に立ち、本研究では生活保護の受給が就労に与える影響についての実証分析
を行った。分析に用いたデータは慶應義塾大学から提供を受けた「日本家計パネル調査(JH
PS/KHPS)」、用いた手法は傾向スコアマッチング法である。政策そのものの影響を明らか
にするためには、生活保護の受給以外の属性を揃えた上で実際に受給した世帯とそれ以外の
世帯を比較する必要がある。本研究では傾向スコアを用いることで家族構成や学歴、年収な
ど両者にある様々な属性の影響を排除し、生活保護受給の就労への影響を明らかにすること
を試みた。 
 結果としては、生活保護の受給には就労に対する負の影響が見られた。指標として設定し
た「勤労所得」と「労働日数」のどちらの場合にも被保護世帯とそれ以外の世帯との間には
統計的に有意な差が生じており、さらに期間を経るごとにその差は拡大する傾向にあった。
なお、今回の結果から推定したこの就労への負の影響によって生じる損失効果（負の影響が
なかったとすれば被保護世帯が追加的に得ていたと推測される勤労所得の額）は約1,200億
円／年にも及ぶ。 
 この分析結果は、これまでの就労による自立のための種々の対策にも関わらず、依然とし
て現行制度は被保護世帯の就労インセンティブを削いでいることを示唆するものである。こ
の結果を踏まえ、就労インセンティブの向上という観点から勤労控除の拡大、就労自立給付
金の拡大、給付付き税額控除（負の所得税）の導入の3点について政策提言を行った。 
 

2022年（令和4年）2月 
政策研究大学院大学 まちづくりプログラム 

MJU21710 穗積 勇起 
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3 

第1章 はじめに 

1.1 研究の背景・目的 
 生活保護制度は憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権
利を有する」という規定の理念に基づくものとされている。生活保護の被保護世帯数は202
1年時点で約164万世帯、予算規模は約3.8兆円であり、90年代後半以降一貫して上昇し続け
ている。この世帯数の急増と予算額の拡大は、今後少子高齢化がさらに進むことが確実視さ
れている我が国においては制度の持続可能性に影響がありうる危機的な状況である。 
 この状況に対して政府の対策として行われていることは就労による自立の促進である。こ
の傾向が強まった契機とされるのは2003年の社会保障審議会福祉部会「生活保護制度の在
り方に関する専門委員会」の報告書であり、この後も2007年12月の「福祉から雇用へ」推
進5か年計画や、2011年の社会保障・税一体改革、さらには2014年1月の生活保護法の一部
改正など、この傾向は続いており現在にまで至っている。 
 それでは、この結果として被保護世帯の自立は進んでいるのであろうか。詳細は第4章に
おいて述べるが、2000年以降の被保護世帯の就労やそれによる保護廃止に関する統計を見
る限り、実態としてはうまく機能しているようには思われない。就労している被保護世帯の
数は横ばいであり、かつ世帯数に対する保護廃止の割合の傾向にもほぼ変動はない。 
 この被保護世帯の就労について、制度上の課題として挙げられるのが限界税率である。生
活保護における現金給付である生活扶助費の給付は、世帯の必要性に応じて設定される「最
低生活費」に対して勤労所得等で不足する部分が給付される仕組みとなっている。したがっ
て、勤労所得を増やしたとしてもその分の生活扶助費が減額される。このように、就労した
場合に非常に高い限界税率に直面することから、被保護世帯には就労できるにしてもそれを
隠して就労を控え、生活保護に留まるというモラルハザードの生まれる余地が存在する。 
 しかし、実際に生活保護制度が被保護世帯の就労に負の影響を与えているのかという点は
必ずしも明らかではない。林（2021）は被保護者調査の個票データから被保護世帯の就労
状況を分析し、勤労控除の上限額付近で就労を留める世帯がいることは確認しつつも、それ
以上に多くの世帯がより限界税率が高くなる5万円以上の勤労所得を得ていることを明らか
にしている1。また、就労による自立が進んでいないにしても、生活保護が就労を抑制して
いるのではなく、元々就労が困難である者が生活保護を受給していることも考えられる。 
 これらを踏まえたときに、現状においてまず明らかにすべきと考えるのは生活保護を受給
することが被保護世帯の就労に影響を与えているのか、という点である。本研究ではこの問
題意識に立ち、生活保護の受給が就労に与える影響についての実証分析を行うこととする。 
 
 
 

1 林正義（2021）19頁 
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1.2 先行研究 
 本研究にかかる先行研究を整理する。 
 玉田・大竹（2004）は、就労の観点から日本の生活保護制度とアメリカの公的扶助制度
であるTANF（Temporary Assisntance for Needy Families）を比較し、TANFの方が就労
促進的な制度になっているにもかかわらず就労可能な世帯を抽出して比較すると日本の方が
就労率は高いことを指摘している。また、大阪府のクロスセクションデータ（2002年）を
用いて能力開発講座や求人情報提供などの自立支援事業がどの程度生活保護受給者の就労を
増やしているかについて分析を行い、これらの施策は就労率に影響を与えていないことを明
らかにしている。 
 池田（2019）は、川口市のパネルデータ（2013～2016年）を用いて2014年に導入され
た就労自立給付金の制度が生活保護からの自立にもたらす影響をプロビット分析によって推
定し、統計的に有意な効果はなかったこと、子どもの数が多いなど最低生活費が高いほど就
労による自立が困難であることを明らかにしている。 
 林（2021）は、厚生労働省の被保護者調査のクロスセクションデータ（2016年7月調査
分）を用いて被保護世帯のうちどのような特性（性別や障害等の有無、世帯類型、住居携帯
等）を持つ者が就労しやすいのかについてプロビット分析により推定し、保護歴や性別、障
害・傷病の有無等によって就労率が異なるという結果を得ている。この他、2012年から20
16年の被保護者調査の被保護者を単位とするパネルデータを用いて勤労控除の基礎控除額
改定の効果についての考察を行い、この改定によって当初の上限額から新たに設定された上
限額近辺での就労に留まる群が移動するという影響は見られるもののその数は多くなく、そ
れ以上に多くの被保護世帯はより限界税率の高くなる勤労所得を得ていることを明らかにし
ている。  
 このように被保護世帯の就労状況や就労しやすい属性、制度変更による就労への影響に着
目した研究は存在しているが、被保護世帯とそれ以外の世帯との就労状況の比較、すなわち
生活保護を受給することが被保護世帯の就労に対してどのように影響を与えているかという
点について実証研究を行っているものは存在しない。 
 この生活保護の就労への影響を厳密に明らかにするためには生活保護を受給していること
以外の条件を揃えた上で、被保護世帯とそれ以外の世帯を比較する必要がある。しかし、実
際に生活保護を受給するかどうかはあくまで申請に基づくものでランダムに割り当てられる
わけではないし、所得等の何らかの条件に合致している世帯に対して自動的に適用されてい
るようなものでもない。したがって、単に被保護世帯とそれ以外の世帯を比較したところ
で、それぞれのグループの世帯構成や学歴、年収など様々な属性で大きく異なることから、
何らかの違いを観測できたとしてもそれが生活保護制度によるものであると言うことはでき
ない。 
 詳細は第4章に述べるが、本研究ではこの点について傾向スコアマッチング法を用いて被
保護世帯とそれ以外の世帯の間にある様々な属性の影響を排除することで、生活保護を受給
することの就労への影響を明らかにすることを試みている。この生活保護制度の就労への影
響を明らかにすることは、2003年以降の政府の方針として一貫して行われてきた就労によ
る自立支援政策の成果が十分に出ているかどうかを検証することであり、今後の政策がどう
あるべきかについての示唆を与えるものである。この点が、本研究の貢献であると考える。
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1.3 研究の構成 
 本稿の構成は以下のとおりである。 
 第2章では、生活保護制度の位置づけと厚生労働省の公表資料から近年の受給状況の推移
を被保護世帯数と予算規模の観点から整理する。また、これらの状況に対する政府の対応に
ついても概括する。 
 第3章では、2003年以降の就労による自立支援という方向性の中で、実態としてどの程度
被保護世帯の就労とそれによる自立が進んだのかについて振り返る。さらに、就労インセン
ティブを削ぐとして制度上の課題となっている限界税率の問題を取り上げつつ、一方で被保
護世帯の就労への実際の影響の有無は明らかではないことから、その実態を明らかにするこ
との必要性について述べる。 
 第4章では、第3章での問題意識に基づいて生活保護の受給による就労への影響について
傾向スコアマッチングの手法を用いた実証分析を行う。対数化した世帯の勤労所得（分析
1）と月次での平均労働日数（分析2）を指標としてそれぞれ分析を行い、得られた結果に
ついての考察を行う。また、就労への影響による金銭的な損失がどの程度見込まれるのかに
ついての推計も合わせて行う。 
 第5章では、第4章での分析結果に基づいていかに被保護世帯の就労インセンティブを喚
起させるかという視点から、3つの政策提言と導入するにあたっての留意点を考察する。 
 最後に、第6章ではこれまでの内容の整理と残された課題について述べる。 
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第2章 生活保護の位置づけと現状 

2.1 生活保護制度とは 
 生活保護制度は1950年に施行された生活保護法に基づくものであり、制度の目的は「国
が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最
低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」とされている。また、この目
的は日本国憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有
する」という規定の理念に基づくものとされている。 
 生活保護制度には「国家責任による最低生活保障の原理」、「保護請求権無差別平等の原
理」、「健康で文化的な最低生活保障の原理」、「保護の補足性の原理」の4つの基本原理
があるとされている2。まず「国家責任による最低生活保障の原理」であるが、これは法第1
条に「国が生活に困窮するすべての国民に対し」とあるように国が直接に責任を持って困窮
する国民の保護を行うということである。次の「保護請求権無差別平等の原理」は生活保護
の対象が性別や身分、生活の困窮に陥った原因なども含めて問わず、すべての国民であるこ
とを示している。これは法第2条の「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、
この法律による保護を無差別平等に受けることができる」に依拠したものである。3点目に
「健康で文化的な最低生活保障の原理」である。これは制度で保障される生活の水準を規定
しているものであり、その水準は法第3条にあるとおり「健康で文化的な生活水準を維持す
ることができるものでなければならない」とされる。なお、法第8条には「厚生労働大臣の
定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満
たすことのできない不足分を補う程度において行うもの」、「要保護者の年齢別、性別、世
帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需
要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないもの」とあり、この水準は一律で
はなく各世帯の状況を勘案して個別に決定される。最後に「保護の補足性の原理」である。
前の3つの原理は国が行うべきことであるのに対して、この原理は保護を受ける側の国民に
求められているものであり、保護を受けるための条件を示している。法第4条には「その利
用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用するこ
とを要件として」とあり、できる限りの努力をした上でそれでも最低限度の生活を営むこと
ができない場合に保護の対象になるとされている。 

2 生活保護制度研究会（2021）6頁 
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2.2 受給状況等の推移 

2.2.1 被保護世帯数の推移 
 厚生労働省の公表資料によれば、2021年11月時点での被保護世帯数は約164万世帯であ
る3。被保護世帯数の1971年から2019年までの推移は図2-1のとおりである4。70年代から9
0年代前半までは横ばいで60万世帯程度であったが、90年代後半から急激に増加傾向に転じ
ており2010年代前半に160万件にまで達している。一方で、これ以降は増加に歯止めがか
かってほぼ同数で推移している。 
 

 
図図2-1 被保護世帯の推移（総数、1971-2019) 

 
 次に、世帯類型別での世帯数の増減の推移を見てみることにする。これは図2-2のとおり
となっている5。期間を通して一貫して上昇しているのは「高齢者世帯」である。高齢化を
背景として90年代半ばに「障害者・傷病者世帯」を追い抜いて最も多い割合を占めるよう
になり、以降も拡大し続けている。「母子世帯」と「障害者・傷病者世帯」、「その他の世
帯」は90年代半ばまではほぼ平坦なトレンドであったが、90年代後半以降からそれぞれ上
昇に転じている。特に、「その他の世帯」の2000年代後半からの急増が特徴的である。こ
れは金融危機以降の厳しい社会経済情勢の影響を受けて、「失業等により生活保護に至る世
帯を含む世帯が急増」6したためとされている。ただし、「高齢者世帯」以外は2010年代前
半を境にピークアウトしている。 
 

3 厚生労働省 社会・援護局 保護課.“生活保護の被保護者調査（令和3年11月分概数）”.厚生労働省Web サイト. 
2022/02/02.https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2021/dl/11-01.pdf , (2022/02/05) 1頁 
4 「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、月次調査／年次推移統計表 第4表 現に保護を受けた世帯数、世帯類型別（1
か月平均）－平成30年度 被保護者調査（厚生労働省） 
5 「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、同 
6 厚生労働省 “第2部 第4章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保”. 厚生労働白書 平成25年版：若者の意識を
探る. 厚生労働省Webサイト, 2013, p. 265-277. https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/13/ ,（2022/0
1/28）265頁 
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図図2-2 被保護世帯の推移（世帯類型別、1971-2019) 

 

2.2.2 予算規模の推移 
 これまでは被保護世帯数の推移を見てきたので、次は生活保護に関する支出の推移につい
て見てみることとする。2021年度の当初予算では、生活保護関係の支出は約3.8兆円となっ
ている7。扶助別での保護費の推移を示したのが以下の図2-3である8。まず、総額としては
一貫して上昇傾向にある。特に近年の伸びは著しく、2000年時点での総額は約1.9兆円程度
であったにもかかわらず、その後の20年でおよそ倍の規模にまで急拡大している。内訳を
見ると、もっとも大きな割合を占めるのは被保護世帯の医療費を賄う「医療扶助」であり2
016年時点で約1.8兆円と総額のおよそ半分を占めている。この医療扶助に次ぐのが日常生
活を営むための現金給付にあたる「生活扶助」であり、約1.2兆円となっている。 
 

 
図図2-3 扶助別保護費の推移（1980-2019) 

2.3 近年の動向 
 前節では被保護世帯数と予算規模の視点から生活保護のこれまでの推移について見てき
た。まず、90年代後半以降、被保護世帯数全体としては一貫して上昇し続けている。その
多くを占めるのは「高齢者世帯」であるものの、それ以外の世帯類型においても被保護世帯

7 厚生労働省 “生活保護制度の現状について”.厚生労働省Webサイト, 2021/11/19. https://www.mhlw.go.jp/co
ntent/12002000/000858337.pdf ,（2022/02/05）12頁 
8 国立社会保障・人口問題研究所.“「生活保護」に関する公的統計データ一覧”. 国立社会保障・人口問題研究所. 
2021/03/30. http://www.ipss.go.jp/s-info/j/seiho/seiho.asp , (2021/12/13) 
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は増えている。また、予算規模としては全体の被保護世帯数が増加していることもあり、右
肩上がりであり直近の20年で予算規模は倍増している。この世帯数の急増と予算額の拡大
は、今後少子高齢化がさらに進むことが確実視されている我が国においては制度の持続可能
性に影響がありうる危機的な状況である。 
 この状況に対して、政府の対策として行われていることは就労による自立の促進である。
冒頭に挙げた生活保護法の条文にもあるように、この制度は受給者の「最低限度の生活を保
障する」ことのみを目的とするのではなく、「自立を助長すること」もまた並列で掲げられ
ている。すなわち、国民の生活を保障するだけではなく、最終的には自立して再び自身で生
計を立てられるようになることが目指されているわけである。 
 この条文自体は当初から存在したものであるが、この傾向が強まった契機とされるのが2
003年の社会保障審議会福祉部会「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」の報告書で
ある。当時は被保護世帯が急増して過去最高の値を更新するという状況にあり、委員会では
「利用しやすく自立しやすい制度へ」9という方向性の下での検討が為され、これにあたっ
て特に重要とされたのが「被保護世帯が安定した生活を再建し、地域社会への参加や労働市
場への『再挑戦』を可能とするための『バネ』としての働きを持たせる」10という視点であ
った。つまり、被保護世帯の急増とそれによる予算規模の拡大が課題とされ、被保護世帯の
自立を支援することによってこの傾向に歯止めをかけようとしたのである。 
 報告書は、現状の制度では自立・就労を支援し、保護の長期化を防ぐための取組が不十分
であるという問題意識から、被保護世帯と直接接している地方自治体が、被保護世帯の現状
や地域の社会資源を踏まえ、自主性・独自性を生かして自立・就労支援のために活用すべき
「自立支援プログラム」の策定を提言している。この方針を踏まえ2005年から全国で「自
立支援プログラムが策定・実施されるようになる。桜井（2017）は「自立支援プログラム
の導入は従来経済的給付中心といわれてきた生活保護の運用を、自立支援型に転換させる近
年の生活保護行政におけるターニングポイント」11と指摘し、イギリスやアメリカにおいて
先行してワークフェア政策が進められてきたことに触れた上で「欧米の動きからおよそ10
～20年遅れて、日本においても就労支援を組み込み、公的扶助からの脱却を促すワークフ
ェア政策が導入された」12としている。 
 この後も2007年12月の「福祉から雇用へ」推進5か年計画や、2011年の社会保障・税一
体改革、さらには2014年1月の生活保護法の一部改正など、この傾向は続いており現在にま
で至っている13。その他、近年のトピックとしては生活保護受給に至る前の段階の生活困窮
者に対しての自立支援も重要と認識されるようになり、これは2015年4月に生活困窮者自立
支援法として施行された。この法律に基づき、自立相談や就労準備、家計改善といった支援
事業が都道府県・自治体によって行われるようになっている。 

 

9  生活保護制度の在り方に関する専門委員会.“生活保護制度の在り方に関する専門委員会 報告書”. 厚生労働省 
Web サイト. 2004年12月15日. https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1215-8a.html , （2022/01/21） 
10 生活保護制度の在り方に関する専門委員会.同 
11 桜井啓太（2017）7頁 
12 桜井啓太（2017）7頁 
13 2000年代以降の生活保護制度の動向については岩永（2015）に詳しい。 
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第3章 被保護世帯の自立支援の実態と課題 

3.1 自立支援の実態の把握 
 前章では、被保護世帯が近年増加傾向にあり予算規模も大幅に拡大しつつあることから、
政府の方針としては被保護世帯の自立・就労を支援するという形でできる限りこの拡大を抑
制しようという方向性にあることを確認してきた。それでは、この結果として被保護世帯の
就労状況はどのように変化したのか、そして実際にどの程度就労によって生活保護を抜け出
すことができているのかについての実態を明らかにする。 

3.1.1 就労率の推移 
 まず、2000年以降の世帯類型別の就労率の推移は図3-1のとおりである14。一見して分か
るように、世帯類型によってその割合は大きく異なっている。「高齢者世帯」の就労率が低
い一方で、「母子世帯」では50%前後、「その他の世帯」では30～40%前後と決して低い
水準にあるわけではない。2000年代後半にはやや減少しつつもその後にわずかながら上昇
に転じているという傾向は見られるものの、全体としてそれほど大きく変化しているわけで
はない。なお、「障害者・傷病者世帯」はこれらと比較すると就労率は高くはないものの、
一貫して上昇し続けている。 

 
図図3-1 世帯類型別の就労率の推移（2000-2018) 

 
 図3-1の傾向を見る限り、劇的に近年になって就労率が改善しているような傾向は見られ
ない。ただし、近年の政府の目指すところは就労することそれ自体ではなく、その就労によ
って自立して生活保護から抜け出すことである。それでは、被保護世帯が就労することによ

14 国立社会保障・人口問題研究所.“「生活保護」に関する公的統計データ一覧”. 国立社会保障・人口問題研究
所. 2021/03/30. http://www.ipss.go.jp/s-info/j/seiho/seiho.asp , (2021/12/13) なお、本章の以降の図で注釈
のないものは全てこのデータに依拠している。 
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って保護廃止にまで至っているケースはどのようになっているのだろうか。なお、以降は就
労率が高い「母子世帯」と「その他の世帯」に着目してその推移を確認していく。 

3.1.2 就労による自立の推移 
 厚生労働省が実施している被保護者調査には保護廃止に至った件数とその理由についての
統計があり、このうちで就労によって保護廃止に至った選択肢である「働きによる収入の増
加・取得」の件数の推移を示したのが図3-2である。この推移を見ると、その他の世帯につ
いては2000年代と比較して2010年代になって急激に増加しているように見える。 
 

 
図図3-2 就労による保護廃止の件数の推移（2000-2018) 

  
 しかし、実態を正確に把握するためには単純な「数」ではなく被保護世帯に占める「割
合」に着目する必要がある。先述のとおり2000年代後半には世界金融危機の影響で特にそ
の他の世帯は急激に被保護世帯数が増加していることから、世帯数に占める割合を考慮しな
ければならない。この世帯数に対しての就労による保護廃止の割合を示したのが図3-3であ
る。これを見ると年度による浮き沈みはあるにせよ、母子世帯は概ね0.4%程度、その他の
世帯は0.6%程度であり、近年になって極端に増えているというわけではないことが分か
る。 

 
図図3-3 就労による保護廃止の割合の推移（2000-2018) 
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 なお、以下の図3-4は被保護世帯数に対しての就労以外の理由も含めた保護廃止全体の割
合の推移である。この推移は図3-3の就労による保護廃止とほぼ同様であり、ここからも全
体の保護廃止の件数のうちで就労による保護廃止が大きく増えたとは言えないことが分か
る。 
 

 
図図3-4 保護廃止の割合の推移（2000-2018) 

 
 また、この図から読み取ることができるのは、2000年代以降に政府は自立支援に舵を切
って種々の政策を打ち出したにも関わらず、被保護世帯数に対しての保護廃止の割合は改善
していないという点である。母子世帯においては1%前後程度でほぼトレンドは変わらず、
その他の世帯についてはむしろ2.5%から1.5%へとむしろ悪化しているのである。 
 さらに言えば、保護廃止に至った世帯が必ずしも十分に自立した状態にはないという指摘
もある。桜井（2017）はある自治体で生活保護から脱却した世帯のその後の所得を調査し
てその半数程度が生活保護基準以下の所得しか得られていないという実態を明らかにし、政
府の旗振りする自立支援政策の名のもとに多くの自立した世帯が「低所得で劣悪な労働条件
のもと、生活保護とほとんど変わらない水準での生活している可能性にある」15と批判す
る。また、藤原・湯澤（2010）は母子世帯を対象に別の自治体で同様の調査を行ってお
り、保護から脱却した世帯のうちで最低生活費に対して100%以上の所得を得ている世帯は
わずか2割に過ぎないことを示し、その後の自立の可否が不確かな段階での保護廃止が行わ
れている実態に疑問を呈している16。 
 これらの研究は特定の自治体を対象としたものではあるが、近年の自立支援の方針のもと
にこれまで以上に就労に駆り立てるような対応が全国的にも行われているとすれば、実態と
して「自立」できている数は保護廃止の件数が示すよりもさらに低くなる可能性もある。 

3.1.3 被保護世帯数減少の実態と課題 
 それでは、冒頭に示した世帯類型別の被保護世帯の推移の図2-2で見られた「母子世帯 
や「その他の世帯」における世帯数の減少はどこから来ているのだろうか。これは、新規に
生活保護を開始する世帯の減少という形でもたらされたものである。図3-5は、被保護世帯

15 桜井啓太（2017）44頁 
16 藤原千沙・湯澤直美（2010）61頁 
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の増減の推移を示したものである。どちらも世帯数の増加は2010年頃がピークであり、そ
の後の新規の生活保護受給の数は大きく低下している。母子世帯では2010年に2,070件であ
ったが2018年には850件と半数以下、その他の世帯も2009年の9,082件がピークで2018年
には4,599件とこちらもほぼ半数程度にまで減少している。一方で、すでに述べたとおり被
保護世帯の減少（保護廃止の件数）は2010年以降に大きく変動があるわけではない。 
 

 
図図3-5 被保護世帯の増減の推移（2000-2018) 

 
 これまで、2000年代以降の被保護世帯の就労に関する統計を確認することからその実態
について整理してきた。ここから見て取れるのは、2003年に「利用しやすく自立しやすい
制度へ」という目標が掲げられていたが、実態としてはうまく機能していないのではないか
ということである。就労している被保護世帯の数は横ばいであり、かつ世帯数に対する保護
廃止の割合の傾向にもほぼ変動はない。この点で、「自立しやすい制度」になっているとは
言い難い状態である。また、近年の被保護世帯数の推移を見ると一般的に就労が可能とされ
る「母子世帯」や「その他の世帯」の数はやや減少にあるものの、この減少はあくまで新規
の保護開始の世帯数の大幅な減少という形で実現されているに過ぎない。この大幅な減少は
保護を必要とする世帯が減っているという可能性もあるが、近年の予算規模の増大等を受け
て「水際作戦」と言われる生活保護の申請を行わせないような窓口対応が行われることによ
って受給のハードルが上がっているとも解釈できる。少なくとも言えることは、この保護開
始の数の減少に起因する被保護世帯数の減少は、生活保護制度が近年の制度変更によって
「利用しやすく自立しやすい制度」になったためではないということである。 

3.2 制度上の課題 
 これまで政府の様々な政策にも関わらず被保護世帯の就労による自立はうまく進んでいる
とは言い難いことを統計データから明らかにしてきた。この被保護世帯の就労に関する根本
的な課題として、経済学の視点から指摘されているのが限界税率である。 
 この点を理解するには、生活保護における現金給付の仕組みについて把握しておく必要が
ある。現金給付である生活扶助費の給付にあたっては、まず世帯の必要性（世帯人員や居住
地域など）に応じた最低限の生活を賄うために必要となる金額が「最低生活費」として個別
に算定される。次に、当該世帯の年金や子ども手当のような社会保障給付、勤労所得などを
すべて合計してこれらの合計額と最低生活費を比較し、最低生活費に満たない金額が「生活
扶助費」として給付される。これを示したのが図3-6であり、図の青の部分が最低生活費、
そして緑の部分が生活扶助費である。 
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図図3-6 最低生活費の考え方  

 
 このような仕組みとなっていることから、いかに努力して勤労所得を増やしたところで当
該世帯の可処分所得が増加することはない。この点を図示したのが上記の図の「勤労所得・
小」「勤労所得・大」との比較である。「勤労所得・大」のケースでは「勤労所得・小」と
比較して勤労所得が増えているものの、最低生活費の算定額は変わらないために勤労所得が
増加した分の生活扶助費が減額されて可処分所得、つまり手元に残る金額は変わらない。こ
れはいわば勤労所得に対して100%の税率が掛けられているようなものであり、この構造が
被保護世帯の就労インセンティブを失わせているとされる17。 
 実際には就労に伴う必要経費の補填や就労インセンティブの増進を目的とした勤労控除の
制度があるために勤労所得のすべてが手元から失われるというわけではないが、実際に控除
される金額はわずかである。100%控除される勤労所得の上限はわずか1.5万円程度であり
18、その後は勤労所得に応じて限界税率は急上昇していく。以下の図3-7は被保護世帯が実
際に直面する、勤労所得に応じた限界税率の推移を表したものである19。例えば、勤労所得
が10万円である場合の限界税率はおよそ75%であり、これが意味するのは働いて稼いだ10
万円に対して手元に残るのがわずか2.5万円のみということである。 
 

 
図図3-7 勤労所得に応じた限界税率の推移20 

17 八田達夫（2009）484頁 
18 なお、導入当初の上限額は8000円とさらに低かったが、就労・自立のインセンティブを強化するという観点
から2013年7月に増額されて1.5万円になったという経緯がある。 
19 生活保護制度研究会（2021）80頁 
20 林（2021）31頁の表A1,A2より筆者作成。いずれも「1級地」で「1人目」の場合。 
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3.3 問題の所在と仮説 
 法第60条には「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み」とあるように、受給者で
あっても就労が可能な者については就労することが求められている。そして、これまで見て
きたとおり近年は特に就労による自立を促すような取組みが積極的に行われている。しかし
ながら、前節のとおり現行の生活保護制度には就労インセンティブを阻害するという構造が
存在しており、この構造が被保護世帯を必要以上に保護に留まらせ、自立を抑制している可
能性がある。 
 なぜならば、いかに就労を促されるにしても本当に就労できるかどうか本人以外は分から
ないという情報の非対称性が存在しているためである。被保護世帯の中には精神や身体に何
らかのトラブルがあること等で本当に就労ができない者もいれば、実際には就労できるけれ
どもそれを隠してできる限り働かずに余暇を消費したいと考える者も存在しうる。後者のよ
うな存在は法律の趣旨からしても倫理的にも問題であるが、現行の制度では先述のとおり勤
労した場合に非常に高い限界税率に直面することから、働いても働かなくても可処分所得が
ほぼ同じという状況であれば働かずに余暇を消費しようとすることは個人の選択としては極
めて合理的な判断ですらある。 
 このように、現行制度には就労できるが働かずに余暇を消費したいと考える者が「就労で
きることを隠して生活保護受給にとどまる」というモラルハザードの生まれる余地が存在す
る。そして、行政側はできる限り就労することで生活保護から抜け出してほしいと考えてい
るが、目の前の受給者が本当に働くことができるかどうかを見極めることは困難である。こ
れまで見てきた昨今の自立支援がうまく進んでいないという現状はこのモラルハザードの存
在を裏付けているようにも見える。 
 しかし、実際にこのようなモラルハザードがどの程度生じていているか、つまり生活保護
制度の構造が被保護世帯の就労に対して負の影響を与えているのかという点は必ずしも明ら
かではない。被保護世帯の大半は失職や健康状態の悪化など何らかの困難に見舞われている
からこそ受給に至っているのであり、そういった世帯が就労できないというのは当然と言え
なくもない。元々働くことのできない、働くことができるにしても十分に生活が営む程度に
稼得できない世帯が生活保護を受給しているということであれば、これは国民の最低限度の
生活を保障するという制度の本来の役割を果たしているに過ぎない。これらの世帯がその後
に就労によって自立に至ることができないことは自立支援に関する政策上の課題ではあるに
しても、上記のモラルハザードの問題とは別個に扱われるべき問題である。 
 我が国の被保護世帯の就労率は決して低くないとの指摘もある。玉田・大竹（2004）は
日本の生活保護制度とアメリカにおける同等の制度であるTANFを比較して、TANFの方が
就労を促進する制度設計になっているにもかかわらず、就労可能な世帯における実際の就労
率は日本の方が高いことを指摘している21。また、林（2021）は2012年から2016年の被保
護者調査の個票データを用いて勤労控除の増額に際しての被保護世帯の就労の変化を明らか
にしている。この改定によって当初の上限額から新たに設定された上限額近辺での就労に留
まる群が移動するという影響は見られるもののその数は多くなく、それ以上に多くの被保護
世帯は（より限界税率の高くなる）5万円以上の勤労所得を得ていることを明らかにしてい
る22。  

21 玉田桂子・大竹文雄（2004）15頁 
22 林正義（2021）19頁 
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 これらを踏まえたときに、現時点においてまず明らかにすべきと考えるのは生活保護を受
給することが被保護世帯の就労に影響を与えているのか、という点である。本研究ではこの
問題意識に立ち、生活保護の受給が就労に与える影響についての実証分析を行う。分析に先
だっての仮説は「生活保護の就労への負の影響は現状も依然として問題は解消しておらず、
本来働くことのできる者も就労を抑制しているのではないか」というものである。近年の勤
労控除の上限額改定を考慮したとしてもその影響はわずかであり、先述の限界税率の課題は
いまだ健在であると考えるためである。分析の手法の詳細は後述するが、パネルデータを用
いた傾向スコアマッチング法によって、勤労所得等の変化を見ることから生活保護の就労へ
の影響の有無についての実証分析を行うこととする。 
 生活保護制度の就労への影響を明らかにすることは、2003年以降の政府の方針として一
貫して行われてきた就労によって自立支援を促すという政策の成果が十分に出ているかどう
かを検証することであり、今後の政策のあるべき姿を指し示すものでもある。現状において
もやはり就労に対して負の影響が存在するということであれば、より一層インセンティブを
喚起するような政策を追加的に行う必要があろう。一方で、負の影響が確認できないという
ことであれば、現状において被保護世帯が就労による自立に至っていないということは当人
らの能力やマッチングの問題であり、就労訓練や就職の斡旋などをより充実させる必要があ
る。 
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第4章 実証分析 

4.1 実証分析の手法 

4.1.1 実証分析の概要 
 実験的に政策の効果を厳密に明らかにするための最良の方法はランダム化比較試験（RC
T）であるとされている23。RCTとは、例えば新薬の効果を測る場合に新薬を投与するグル
ープと偽薬を投与するグループに被験者をランダムに割り当てて、両グループでアウトカム
指標を比較することで新薬の効果を測定する方法である。すなわち、本研究に置き換えると
生活保護制度の就労に与える影響を明らかにするために、受給対象となる世帯群に対して無
作為割付によって一方には生活保護を給付、もう一方には給付しないこととして、両グルー
プの就労の変化を見るということである。しかし、このような実験手法は費用の問題や倫理
面での問題が生じることから現実的に行うことは困難である。 
 このような実験が困難な状況において擬似的にRCTに近い状態を作ることで因果関係に
迫るための一つの解決策が傾向スコアマッチングである。この手法はロジスティック回帰分
析によって推定された傾向スコアを用いて処置群と近い属性を持つ比較群を抽出し、この両
者を比較することによって政策等の効果を測るものである。Rosenbaum and Rubinが198
3年に発案したもので、星野・繁桝（2004）によれば医学や経済学を中心として多くの分野
で実績がある24。 
 

 
図図4-1 傾向スコアによる両群の比較のイメージ 

 
 この手法を図示したのが上記の図4-1である。各世帯は世帯構成や学歴、年収など様々な
属性で大きく異なっており、かつ生活保護を受給するかどうかについてはあくまで申請に基
づくものでランダムに割り当てられるわけではないし、所得等の何らかの条件に合致してい
る世帯に対して自動的に適用されているようなものでもない。したがって、単に受給世帯25

23 エステル デュフロ・レイチェル グレナスター（2019）111頁 
24 星野崇宏・繁桝算男（2004）43頁 
25 これまで生活保護を受給している世帯を正式な名称である「被保護世帯」と呼称していたが、本章では受給し
ている世帯と受給していない世帯との比較を多く行うため便宜上「受給世帯」とする。 
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と非受給世帯を比較したところでその違いが生活保護制度によるものであるとは言えない。
政策の効果を明らかにするためには両者から世帯構成や年収などの属性の近い世帯のみを抽
出して、この両者を比較する必要がある。そして、この属性の近い世帯のみを抽出に用いる
のが傾向スコアである。傾向スコアとは、処置群に割り付けられる確率であり、本研究では
生活保護を受給開始する確率である。この値が同じ程度の者同士を比較することで様々な属
性の影響を排除して、政策効果の因果関係について明らかにすることができる。本研究で
は、分析の手法としてこの傾向スコアマッチング法を用いる。さらに、本研究ではこの手法
にパネルデータを用いることによって、長期での影響も明らかにすることとする。 

4.1.2 実証分析の手順 
 次に、実証分析の具体的な手順について整理する。Caliendo and Kopeing（2008）は傾
向スコアマッチングを行う際の標準的なステップについて以下の図4-2のように整理してお
り、小川（2014）をはじめ同様の手法を用いている先行研究がこのステップに準じている
ことから本研究もこれにならうこととする26。 
 

 
図図4-2 傾向スコアマッチングを行う際のステップ27 

 
 Step1は、傾向スコアの推定である。ロジスティック回帰分析によって、それぞれの世帯
が生活保護の受給を開始するかどうかという傾向スコアを推定する。次のStep2では処置群
（受給世帯）と比較群（非受給世帯）をマッチさせるためのアルゴリズムの選定を行う。St
ep3では傾向スコアによるマッチングによって処置群と比較群の間で元々存在していたバイ
アスがどの程度縮まったのかについての確認を行う。Step4では、推計から得られた平均処
置効果の変化の推移を求め、処置群と比較群との比較を行う。最後に、Step5では推定結果
に対しての感度分析を行う。傾向スコアによるマッチングはStep1で行うロジスティック回
帰分析に用いられる説明変数に依存しており、ここで観察されない要因が大きく影響してい
る場合には推計結果にバイアスが生じてしまうことになる。したがって、推定値が観測され
ない要因に対してどの程度頑健であるかを明らかにするために感度分析を行っている。 

4.1.3 分析の指標 
 本研究における実証分析で指標となる処置効果について概括しておく。本研究の主眼とす
るのは生活保護制度の就労への影響であることから、処置効果として用いるのは対数化した
世帯の勤労所得（分析1）と月次での平均労働日数（分析2）とする。ただし、本研究では2
009年から2019年のパネルデータを利用できることから、1地点における変化だけではなく

26 小川和孝（2014）2頁 
27 Caliendo and Kopeing（2008）33頁 図1より筆者作成 
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処置群と比較群での生活保護の受給前後での変化に着目することとする。分析1の場合の処
置効果は以下のように表すことができる。 
 

 α = 1/n Σ[(y1it=1 - y1it=0) - (y0it=1 - y0it=0) 
 
 

 αは平均処置効果、y1は生活保護受給者の勤労所得、y0は同等の属性を持つ非受給者の勤
労所得を指す。また、t=0は生活保護を受給前、t=1は受給から1年経過していることを指
す。同様に、(y1it=2 - y1it=0)、(y1it=3 - y1it=0)のように2年後、3年後の長期での変化の計測も行う
こととする。 
 なお、この時系列での変化を見るために用いているのは各世帯の受給開始の前年度からの
経過年度である。これを表したのが以下の図4-3である。例えば世帯Aは2011年度から2013
年度にかけて生活保護を受給しており、この場合は受給していない2010年度から受給をし
ている2011年度の変化を「1年後の変化」、同様に2010年度から2012年度の変化を「2年
後の変化」として扱っている。世帯Dのように1度生活保護から脱却した後に再度受給して
いる場合にはそれぞれを別に「1年後の変化」として扱っている。なお、今回用いたデータ
は2009年度から2019年度のものであり、世帯Cのように2009年度時点で既に生活保護を受
給している世帯は受給前の勤労所得との比較が行えないことから対象から除外している。 
 

 
図図4-3 分析の期間についての考え方 

 

4.1.4 利用するデータ 
 本研究で用いるデータは、慶應義塾大学から提供を受けた「日本家計パネル調査(JHPS/K
HPS)」である。この調査は2004年から全国約4000世帯を対象として実施されてきた「慶應
義塾家計パネル調査(KHPS)」と2009年より全国 4,000 人を対象として実施された「日本家
計パネル調査(JHPS)」の2つを統合してできたパネルデータである。調査項目はそれぞれ異
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なっていたが2014年以降は統一されており、「家族構成、個人属性、学歴、就業・就学状
態、生活時間の配分、親との居住関係など包括的なトピックをカバー」28している。 
 なお、日本家計パネル調査には2004年からの2019年のデータが存在するが、本調査では
このうち2009年から2019年度のデータを用いている。これは、本研究で着目している生活
保護の受給状況を識別するための項目「ご主人（対象者）の収入生活保護給付」への回答が
あったのは2009年以降にのみであったためである。この期間での総レコード数は64,230件
で、世帯数としては10,700件である。 
 日本家計調査パネルの調査項目は多岐に渡っているが、本研究では、先行研究を参考に世
帯や就労、居住地域に関する変数を作成して分析に用いている29。各変数の説明は表1、基
本統計量は表2のとおりである。  

 
表4-1 各変数の説明 

変数の名称 説明 
実施年度 調査が実施された年度 

ID 各世帯の識別のために割り振られた一意の番号 

世帯人数 当該世帯の同居している人数 

世帯主_性別 当該世帯の世帯主の性別。男性=1、 女性=0 

世帯主_年齢 当該世帯の世帯主の年齢 

母子世帯ダミー 当該世帯が配偶者のいない65歳未満の女子と18歳未満の子のみで構成
されている場合に1、それ以外は0となるダミー変数 

高齢者世帯ダミー 当該世帯が男女とも65歳以上のみで構成されている場合に1、それ以
外は0となるダミー変数 

その他の世帯ダミー 当該世帯が上記の母子世帯、高齢者世帯以外である場合に1、それ以外
は0となるダミー変数 

子どもの数 当該世帯における18歳未満の子どもの数（単位：人） 
就労者存在ダミー 当該世帯において就労している者が1名以上存在する場合に1、それ以

外は0となるダミー変数 

世帯主_就学年数 当該世帯の世帯主の就学年数（単位：年） 
年数は「最終学歴」の回答をもとに「中学校（旧制小学校・高等小学
校」= 9、「高等学校（旧制中学・高等女学校」= 12、短大・高専
（旧制高校・実業高校・師範学校）=14、「大学（旧制大学）」=16、
「大学院（旧制大学院）」=18とした。なお、「その他」の場合には
ブランクとしている。 

世帯主_高卒以上ダミー 当該世帯の世帯主の学歴が「高等学校（旧制中学・高等女学校」、短
大・高専（旧制高校・実業高校・師範学校）、「大学（旧制大
学）」、「大学院（旧制大学院）」のいずれかである場合に1、それ以
外は0となるダミー変数 

28 慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センター.“日本家計パネル調査(JHPS/KHPS) 調査項目 ”. 慶應義塾大学
パネルデータ設計・解析センター Webサイト. https://www.pdrc.keio.ac.jp/paneldata/datasets/jhpskhps/ , 
(2022/01/05) 
29 被保護世帯の就労実態についてプロビット分析を行っている橘木・浦川（2009）や林（2021）を参考に変数
を作成した。 
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世帯主_大卒以上ダミー 当該世帯の世帯主の学歴が「大学（旧制大学）」、「大学院（旧制大
学院）」のいずれかである場合に1、それ以外は0となるダミー変数 

世帯主_就業ダミー 当該世帯の世帯主が就業している場合に1、それ以外は0となるダミー
変数 

世帯主_従業員規模1-99 当該世帯の世帯主が就業している勤務先の従業員規模が1～99人であ
る場合に1、それ以外は0となるダミー変数 

世帯主_従業員規模100-499 当該世帯の世帯主が就業している勤務先の従業員規模が100～499人で
ある場合に1、それ以外は0となるダミー変数 

世帯主_従業員規模500- 当該世帯の世帯主が就業している勤務先の従業員規模が500人以上で
ある場合に1、それ以外は0となるダミー変数 

世帯主_月平均勤務日数 当該世帯の世帯主の月間での平均勤務日数（単位：日） 

世帯主_週平均勤務時間 当該世帯の世帯主の週間での平均勤務時間数（単位：時間） 
「週平均勤務時間」と「週平均残業時間」を合計した値である 

世帯主_健康ダミー 当該世帯の世帯主の健康状態が「よい」「まあよい」のいずれかであ
る場合に1、それ以外は0となるダミー変数 

介護家族ダミー 当該世帯に介護を必要とする者がいる場合に1、それ以外は0となるダ
ミー変数 

預貯金額 当該世帯の預貯金額（単位：万円） 

持ち家ダミー 当該世帯の住居の所有関係が「持ち家一戸建（敷地は自己所有」、
「持ち家マンション（敷地は区分所有」、「持ち家一戸建、マンショ
ン（敷地は一般借地」、「持ち家一戸建、マンション（敷地は定期借
地」のいずれかである場合に1、それ以外は0となるダミー変数 

大都市圏ダミー 当該世帯の居住している地域が「関東」「中部」「近畿」のいずれか
である場合に1、それ以外は0となるダミー変数 

政令市ダミー 当該世帯の居住している地域が「政令市（特別区を含む）」である場
合に1、それ以外は0となるダミー変数 

世帯主_技能等修得ダミー 当該世帯の世帯主が技術や能力の向上のための取り組みについて「現
在行っている」「行ったことがある」のいずれかである場合に1、それ
以外は0となるダミー変数 

生活保護受給ダミー 当該世帯の収入のうち「生活保護給付」による収入がある場合に1、そ
れ以外は0となるダミー変数 

勤労所得 当該世帯の勤労所得（単位：万円） 

ln勤労所得 「勤労所得」を対数化したもの 

世帯所得 当該世帯の年金や社会保障給付、仕送り等も含めた所得（単位：万
円） 

d2010 - d2019 各年度のレコードであることを示す年度ダミー 

保護開始ダミー 当該世帯が当該年度に「生活保護受給ダミー」が0で、その翌年度に1
である場合に1、それ以外は0となるダミー変数 
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表表4-2 各変数の基本統計量 
VVariable  OObs MMean SStd. Dev.  MMin MMax 
実施年度 64,230 2,013.61 3.21 2009 2019 

ID 64,230 18,261.71 5,303.04 10001 32203 
世帯人数 64,094 3.18 1.44 1 11 

世帯主_性別 64,220 0.84 0.37 0 1 

世帯主_年齢 63,919 61.51 14.18 10 112 

母子世帯ダミー 64,230 0.01 0.08 0 1 

高齢者世ダミー 64,230 0.21 0.41 0 1 

その他のダミー 64,230 0.78 0.41 0 1 

子どもの数 64,230 0.37 0.76 0 6 

就労者存在ダミー 64,230 0.77 0.42 0 1 

世帯主_就学年数 52,799 13.34 2.36 9 18 

世帯主_高卒以上ダミー 64,230 0.74 0.44 0 1 

世帯主_大卒以上ダミー 64,230 0.29 0.45 0 1 

世帯主_就業ダミー 57,138 0.75 0.43 0 1 

世帯主_従業員規模1-99 64,230 0.36 0.48 0 1 

世帯主_従業員規模100-4
99 

64,230 0.12 0.32 0 1 

世帯主_従業員規模500- 64,230 0.20 0.40 0 1 

世帯主_月平均勤務日数 57,138 15.50 10.16 0 31 

世帯主_週平均勤務時間 41,100 46.18 21.55 1 889 

世帯主_健康ダミー 57,138 0.42 0.49 0 1 

介護家族ダミー 64,230 0.08 0.27 0 1 

預貯金額 64,230 808.55 1,448.72 0 40000 

持ち家ダミー 63,734 0.81 0.39 0 1 

大都市圏ダミー 64,230 0.69 0.46 0 1 

政令市ダミー 64,230 0.29 0.45 0 1 

世帯主_技能等修得ダミー 57,138 0.14 0.34 0 1 

生活保護受給ダミー 64,230 0.01 0.09 0 1 

勤労所得 64,230 505.01 472.85 0.5 17460.5 

ln勤労所得 64,230 4.91 2.74 -0.6931472 9.767696 

世帯所得 64,230 637.84 489.88 0.5 17460.5 

d2010 64,230 0.10 0.31 0 1 
d2011 64,230 0.10 0.30 0 1 
d2012 64,230 0.10 0.31 0 1 
d2013 64,230 0.10 0.29 0 1 
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d2014 64,230 0.09 0.28 0 1 
d2015 64,230 0.08 0.28 0 1 
d2016 64,230 0.08 0.27 0 1 
d2017 64,230 0.07 0.26 0 1 
d2018 64,230 0.07 0.25 0 1 
d2019 64,230 0.10 0.29 0 1 
保護開始ダミー 64,230 0.00 0.04 0 1 

     

4.2 分析1 

4.2.1 [Step1] 傾向スコアの推定 
 まず、傾向スコア推定のためのロジスティック回帰分析を行う。この分析での処置変数は
生活保護を受給開始するかどうかを表すダミー変数「保護開始ダミー」であり、当該年度に
生活保護を受給しておらず、その翌年度に生活保護を受給する場合に1となる。この推定に
用いる共変量と、分析結果は表4-3のとおりである。 
 

表表4-3 ロジスティック回帰分析の結果 

保保護開始ダミー CCoef. SStd. Err.  zz PP>z [[95% Conf.  IInterval] 

世帯人数 0.0487673 0.115212 0.42 0.672 -0.177044 0.2745787 

子どもの数 -0.0613683 0.2111575 -0.29 0.771 -0.4752294 0.3524927 

母子世帯ダミー 1.470348 0.6721991 2.19 0.029 0.1528619 2.787834 

高齢者世帯ダミー 0.324253 0.3585231 0.9 0.366 -0.3784394 1.026945 

預貯金額 -0.0007541 0.0002868 -2.63 0.009 -0.0013162 -0.000192 

世帯所得 -0.0052021 0.0012421 -4.19 0.000 -0.0076367 -0.0027676 

持ち家ダミー -1.392069 0.2357268 -5.91 0.000 -1.854085 -0.9300532 

介護家族ダミー 0.6366277 0.3309549 1.92 0.054 -0.0120319 1.285287 

就労者存在ダミー -0.6296784 0.320624 -1.96 0.05 -1.25809 -0.0012669 

世帯主_就業ダミー -0.2479212 0.6065761 -0.41 0.683 -1.436788 0.9409461 

世帯主_従業員規模1
-99 

-0.5446918 0.5693387 -0.96 0.339 -1.660575 0.5711915 

世帯主_従業員規模1
00-499 

-1.065051 0.7251192 -1.47 0.142 -2.486259 0.356156 

世帯主_従業員規模5
00- 

-0.2199495 0.6336458 -0.35 0.729 -1.461872 1.021973 

勤労所得 0.0039117 0.0013004 3.01 0.003 0.0013629 0.0064605 
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世帯主_性別 0.1833036 0.2577733 0.71 0.477 -0.3219228 0.6885299 

世帯主_年齢 -0.0043692 0.0117938 -0.37 0.711 -0.0274845 0.0187462 

世帯主_就学年数 -0.2415146 0.2369786 -1.02 0.308 -0.7059841 0.222955 

世帯主_高卒以上ダ
ミー 

-0.0318759 0.7861418 -0.04 0.968 -1.572686 1.508934 

世帯主_大卒以上ダ
ミー 

0.7326858 0.9684899 0.76 0.449 -1.16552 2.630891 

世帯主_技能等習得
ダミー 

-0.796872 0.5248744 -1.52 0.129 -1.825607 0.2318629 

世帯主_健康ダミー -0.2682835 0.2363811 -1.13 0.256 -0.7315819 0.1950149 

大都市圏ダミー 0.1370817 0.218783 0.63 0.531 -0.291725 0.5658885 

政令市ダミー 0.1011117 0.220563 0.46 0.647 -0.3311839 0.5334072 

_cons -0.571312 2.348668 -0.24 0.808 -5.174617 4.031993 

 
 上記のロジスティック回帰分析のモデルの適合度を表す指標として、c統計量を取り上げ
る。c統計量は回帰分析の結果として得られる予測確率によって描かれたROC曲線の下側の
面積（AUC、Area Under the Curve）を指しており、数値が1に近いほど適合度が高いと
される。傾向スコアマッチングにおいてはその前提とされている「強く無視できる割り当て
条件」を満たしているかについての確認に用いられており、星野・岡田（2006）によれば
0.8以上であることが医学系の論文誌ではスタンダードになっているとされる30。上記の回
帰分析のc統計量を示したのが以下の図4-4である。c統計量の値は「0.8493」であり、一般
的な水準は満たしていることから傾向スコアマッチングを行うにあたっての前提条件はクリ
アしていると言える。 
 

 
図図4-4 c統計量の結果 

30 星野崇宏・岡田謙介（2006）235頁 
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 回帰分析によって得られた処置群と比較群における傾向スコアの分布は以下の図4-5のと
おりとなっている。どちらの群も0に近い値が最も多いが、処置群の方が傾向スコアの高い
レコードが多く存在している。この場合には傾向スコアが大きく異なる相手とのマッチング
が行われる場合があることから、以降のアルゴリズムの設定においてはマッチさせる傾向ス
コアの距離の上限値（caliper）を設定することでこの問題を回避している。また、図上か
らはやや判別しにくいが、処置群の右端の部分は「Off support」と呼ばれる処置群と比較
群とで重ならない領域であり、この領域に該当するデータは比較には用いられない。 
 

 
図図4-5 傾向スコアの分布 

4.2.2 [Step2] マッチングアルゴリズムの選定 
 次に行うのはマッチングアルゴリズムの選定である。傾向スコアマッチングにおけるマッ
チングには複数のアルゴリズムが存在するが、どのマッチングアルゴリズムが望ましいのか
についての統一的な見解はないとされる。Caliendo and Kopening(2008)は「すべての状
況に対応する”勝者”は存在せず、推定量の選択は目前の状況に大きく依存することは明ら
か」とした上で、「現実的には、いくつかの手法を試すことが賢明と思われる」としている
31。したがって、本研究ではNNマッチング、Kernelマッチング、Radiusマッチングの3つの
アルゴリズムのそれぞれを用いて分析の一部を行い、その結果をStep3において比較する。
そして、その上で最も適合するアルゴリズムを用いてStep4において全体の分析を行うこと
とする32。 

31 Caliendo and Kopeing（2008）45頁 
32 NNマッチングにおいて、neighborsの数は1、matchesSIは0とした。Kernelマッチングではkernel typeはGa
ussian、bandwidthは0.05とした。いずれもcommon supportありで、マッチングさせる許容領域であるcalipe
rは0.01で設定している。 
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4.2.3 [Step3] マッチング結果の検証 
 次に、Step1で推定した傾向スコアとStep2で選定したアルゴリズムによって、マッチン
グ結果の検証を行う。検証はStep5で行う平均処置効果の推定の一部をそれぞれのアルゴリ
ズムで試行すること、マッチング前後でどの程度バイアスが縮小したのかを確認するバラン
ステストの2つによって行う。 

4.2.3.1 平均処置効果の推定の試行 
 まずは、選定した3つのアルゴリズムで平均処置効果の一部を推定することでそれぞれの
結果の比較を行う。表4-4は、生活保護を受給してから1年後の対数化した勤労所得の変化
を表したものである33。1行目の「マッチ前」はマッチングを行う前の状態での推定値であ
り、処置群（生活保護を受給している世帯）の勤労所得は1年後に「-0.712671」、すなわ
ち約71%減少することを意味する。一方の比較群（生活保護を受給していない世帯）の勤労
所得の変化は「-0.085441」、-8%程度である。 
 この結果に対してNNマッチングの場合では処置群の平均処置効果は「-0.686826」、比
較群の場合には「-0.066847」となり、両者の差はわずかだが縮まっている。これは、マッ
チングによって他の共変量がコントロールされることによって、平均処置効果の影響が弱ま
ったことを意味する。一方で、KernelマッチングとRadiusマッチングの場合には両者の差
は上昇する結果となっている。t値についてはいずれの結果も2以上となっており、いずれの
アルゴリズムを用いても平均処置効果は有意なものであると言える。 
 

表表4-4 各アルゴリズムでの平均処置効果の比較（対数化勤労所得の場合） 
 ATT Controls Difference S.E. T-stat Treated N Untreated N 

マッチ前 -0.712671 -0.085441 -0.627229 0.174118 3.6 98 43,227 

NN -0.686826 -0.066847 -0.619979 0.294007 2.11 93 43,227 

Kernel -0.720018 -0.083887 -0.636130 0.251833 2.53 97 43,227 

Radius -0.727518 0.024938 -0.752457 0.256320 2.94 96 43,227 

 

4.2.3.2 バランステスト 
 次に、処置群と比較群における共変量について、マッチング前後でどの程度バイアスが減
少したのかについて、それぞれのアルゴリズムで比較する。バランスチェックの結果は以下
の表4-5のとおりである。 
 本研究における推定においては、NNマッチングのアルゴリズムでもっとも良い結果が得
られた。マッチング前には平均で38.8%存在していたバイアスが6.9%にまで縮小してい
る。カイ2乗値についてはマッチング前では処置群と比較群との間に0.000と統計的に有意
な差が存在していたが、マッチング後ではその差が有意ではなくなっていることが分かる。

33 処置群の件数がマッチングアルゴリズムによって若干異なっているのは、common supportに含まれないデー
タが除外されているためである。 
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ただし、Caliendo and Kopeing(2008)によれば3～5%以下になっていればバランス条件を
満たしているとされ34、この水準にまでは至っていない。 
 
 

表表4-5 各アルゴリズムでのマッチング後のバイアスの比較（対数化勤労所得の場合） 
マッチング方法 MeanBias MedBias p>chi2 

マッチング前 38.8 34.1 0.000 

NNマッチング 6.9 7.1 0.993 

Kernelマッチング 40.7 31.1 0.000 

Radiusマッチング 12.7 9.7 0.748 

 
 NNマッチングの場合のマッチング前後での各変数のバイアスにおける変化を示したのが
以下の図4-6である。0の部分が処置群の平均値であるのに対して、マッチング前が
「●」、マッチング後が「 」で表されている。大半の変数ではバイアスが縮小しているこ
とが分かる。 
 

 
図図4-6 各変数のバイアスの変化（NNマッチング、対数化勤労所得の場合） 

 
 なお、各変数のマッチング前後でのバイアスとt検定の結果は表4-6のとおりである。表中
の「U」の行がマッチング前の結果、「M」の行がマッチング後の結果を示している。マッ
チング前には多くの変数で処置群と比較群との間に統計的に有意な差があったのに対して、
マッチング後ではほぼすべての変数で有意ではなくなっている。 
 
 

34 Caliendo and Kopeing（2008）48頁 
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表表4-6 マッチング前後での各変数のバイアスの変化（NNマッチング、対数化勤労所得の場合） 

  Mean  %reduct  t-test  V(T) / V(C) 

Variable  Treated Control %bias bias t p> |t|  

世帯人数 U 2.475 3.1838 -47.9  -5.39 0 1.11 

 M 2.4731 2.6559 -12.4 74.2 -0.82 0.413 1.42 

子どもの数 U 0.25833 0.36915 -15.9  -1.6 0.11 0.69* 

 M 0.30108 0.33333 -4.6 70.9 -0.33 0.743 1.02 

母子世帯ダミー U 0.03333 0.00679 19  3.53 0 . 

 M 0.03226 0.04301 -7.7 59.5 -0.38 0.702 . 

高齢者世帯ダミー U 0.36667 0.21359 34.1  4.09 0 . 

 M 0.41935 0.39785 4.8 86 0.3 0.767 . 

預貯金額 U 157.69 809.77 -61.3  -4.93 0 0.08* 

 M 186.91 149.3 3.5 94.2 0.71 0.48 2.96* 

世帯所得 U 279.87 638.51 -87.4  -8.02 0 0.40* 

 M 305.97 339.84 -8.3 90.6 -0.72 0.469 1.3 

持ち家ダミー U 0.33898 0.81 -108.1  -13.02 0 . 

 M 0.3871 0.3871 0 100 0 1 . 

介護家族ダミー U 0.1 0.07634 8.3  0.97 0.33 . 

 M 0.07527 0.03226 15.1 -81.8 1.3 0.195 . 

就労者存在ダミー U 0.49167 0.77537 -61.5  -7.44 0 . 

 M 0.50538 0.48387 4.7 92.4 0.29 0.771 . 

世帯主_就業ダミー U 0.51852 0.75501 -50.6  -5.71 0 . 

 M 0.51613 0.49462 4.6 90.9 0.29 0.771 . 

世帯主_従業員規模1-99 U 0.28333 0.3576 -15.9  -1.7 0.09 . 

 M 0.32258 0.31183 2.3 85.5 0.16 0.876 . 

世帯主_従業員規模100-499 U 0.05833 0.11644 -20.7  -1.98 0.047 . 

 M 0.05376 0.03226 7.6 63 0.72 0.472 . 

世帯主_従業員規模500- U 0.13333 0.20262 -18.6  -1.89 0.059 . 

 M 0.15054 0.19355 -11.5 37.9 -0.77 0.44 . 

勤労所得 U 209.7 505.57 -74  -6.85 0 0.43* 

 M 229.16 260.42 -7.8 89.4 -0.67 0.506 1.27 

世帯主_性別 U 0.68333 0.83566 -36.1  -4.5 0 . 

 M 0.73118 0.69892 7.7 78.8 0.49 0.628 . 

世帯主_年齢 U 64.292 61.505 18.9  2.15 0.031 1.17 

 M 63.269 64.323 -7.1 62.2 -0.48 0.629 0.9 

世帯主_就学年数 U 11.66 13.346 -70.3  -7.15 0 1.07 
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 M 11.796 11.785 0.4 99.4 0.03 0.977 0.88 

世帯主_高卒以上ダミー U 0.53333 0.74464 -45  -5.3 0 . 

 M 0.66667 0.63441 6.9 84.7 0.46 0.647 . 

世帯主_大卒以上ダミー U 0.13333 0.28829 -38.6  -3.75 0 . 

 M 0.17204 0.19355 -5.4 86.1 -0.38 0.706 . 

世帯主_技能等習得ダミー U 0.06481 0.13702 -24.1  -2.18 0.029 . 

 M 0.04301 0.07527 -10.8 55.3 -0.93 0.354 . 

世帯主_健康ダミー U 0.2963 0.41824 -25.6  -2.57 0.01 . 

 M 0.26882 0.25806 2.3 91.2 0.17 0.869 . 

大都市圏ダミー U 0.68333 0.68938 -1.3  -0.14 0.886 . 

 M 0.64516 0.69892 -11.6 -789.5 -0.78 0.438 . 

政令市ダミー U 0.325 0.28634 8.4  0.94 0.349 . 

 M 0.33333 0.3871 -11.7 -39.1 -0.76 0.448 . 

 

4.2.4 [Step4] 平均処置効果の推定 
 Step3ではマッチング結果の検証を行った。バランステストの結果、NNマッチングが最
もバイアスを縮小することができたことから、本研究ではNNマッチングのアルゴリズムを
用いて1年後以降の平均処置効果についても推定を行うことにする。この推定結果を整理し
たのが以下の表7である。「期間」の欄の「1」が1年後の変化を表しており、「レコード
数」は推定に用いたレコードの数、「処置効果」は先述のとおり対数化した勤労所得の変化
である。なお、期間が増えるごとにレコード数が減少しているのは必ずしも全ての世帯が取
得したデータの期間中の全ての年に回答しているわけではなく、期間が長くなれば長くなる
ほど回答データのレコードが存在する。年を経るごとに処置群と比較群のどちらもレコード
数は減少していくが、いずれの期間においてもt値は1以上となっている。 
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表表4-7 平均処置効果の期間での推移（NNマッチング、対数化勤労所得の場合）  

期間 レコード数  処置効果   S.E. T-stat 

 処置群 比較群 処置群 比較群 差異   

1 93 43,227 -0.686826871 -0.066847445 -0.619979426 0.294007337 2.11 

2 81 37,114 -0.913421129 0.349341828 -1.26276296 0.339432262 3.72 

3 68 31,606 -0.824290174 0.381574389 -1.20586456 0.444634258 2.71 

4 61 26,441 -0.526659043 0.466736965 -0.993396009 0.499232782 1.99 

5 52 21,618 -0.801973843 0.563656183 -1.36563003 0.543871587 2.51 

6 42 17,183 -0.78943592 0.805005743 -1.59444166 0.661413376 2.41 

7 31 12,988 -0.477826126 1.45780631 -1.93563244 0.630053998 3.07 

8 20 9,079 -0.713211596 1.09534845 -1.80856005 0.970621028 1.86 

9 15 5,804 -0.916105398 0.91662 -1.8327254 1.20786889 1.52 

10 6 2,777 -2.35233665 1.7854375 -4.13777415 1.70325497 2.43 

 
 上記の推定結果の推移をプロットしたのが図4-7である。処置群と比較群との差は年を経
るごとに開いていく傾向にあることが分かる。処置群の勤労所得は受給前と比較して翌年に
は減少、その後時間が経過してもほぼ横ばいの傾向にある。一方の比較群では多少の上下は
ありつつも全体としては上昇傾向にある。なお、プロットの上下の線は95%信頼区間を表す
エラーバーである。期間が増えるごとに標準誤差は増えていることから両群の信頼区間が重
なる領域は増えていく傾向にある。 
 

 
図図4-7 平均処置効果の期間での推移（NNマッチング、対数化勤労所得の場合） 

-  477  --  477  -



31 

4.2.5 [Step5] 感度分析 
 最後に、推定結果の頑健性の検証のための感度分析を行う。傾向スコアマッチングによる
平均処置効果の推定はStep1で行ったロジスティック回帰分析によって算定された傾向スコ
アに基づくものであることから、この回帰分析において処置群と比較群の割り当てや推定結
果に影響を及ぼすような変数が含まれない場合には、バイアスが生じるおそれがある。した
がって、どの程度の変数の漏れがある場合に結果が有意でなくなるのかを確認することによ
って推定結果の確からしさを測るのが感度分析を行う意味である。 
 1～3年後の推定結果に対して感度分析を行った結果は以下の表4-8である。信頼区間の符
号が変わるポイントを網掛けにしている。1年後ではγ1.3で95%信頼区間から外れること
から、オッズ比1.3以上の観測されない要因が存在する場合には帰無仮説が棄却できなくな
ることを意味する。同様に2年後ではγ1.8、3年後はγ1.2となっている。 
 

表表4-8 感度分析の結果（NNマッチング、対数化勤労所得の場合） 

 1 年後 2 年後 3 年後 

Gamma(γ) 95% 信頼区間 95% 信頼区間 95% 信頼区間 

1 -0.6304130 -0.0239890 -2.5146300 -0.2076920 -2.3978900 -0.0528880 

1.1 -0.7135450 -0.0000003 -2.6416000 -0.1587930 -2.4507800 -0.0117970 

1.2 -0.8835450 -0.0000003 -2.7424000 -0.1135130 -2.6256700 0.0072770 

1.3 -1.0417500 0.0201570 -2.7860800 -0.0674990 -2.7698300 0.0428330 

1.4 -1.1648900 0.0436170 -2.8314000 -0.0460140 -2.8176000 0.1341040 

1.5 -1.3535600 0.0656990 -2.8933500 -0.0000003 -2.8643200 0.2268540 

1.6 -1.7097300 0.0725660 -2.9444400 -0.0000003 -2.9541500 0.2752710 

1.7 -1.9607500 0.0958330 -2.9937700 -0.0000003 -2.9969800 0.3564860 

1.8 -2.2961400 0.1438700 -2.9969800 0.0018370 -3.0331300 0.5060510 

1.9 -2.4172800 0.1807370 -3.0473400 0.0197830 -3.0798700 0.6365320 

2 -2.4883700 0.2051340 -3.0879800 0.0360150 -3.0879100 0.6844850 

 
 この意味合いについて、小川（2014）は「大きさについて判断する方法として、他の共
変量が処置変数への割り当てに与える影響との比較がしばしばなされる」としている35。回
帰分析に用いた変数とオッズ比は表4-9のとおりであり、同様の考え方に沿うとオッズ比1.2
程度の変数としては「世帯主_性別」（約1.2）や「大都市圏ダミー」（約1.14）などが該
当する。すなわち、生活保護の受給開始にあたって、世帯主の性別や大都市圏に住んでいる
ことと同等の観測できない要因がある場合にこの結果は統計的に有意であるとは言えなくな
る。逆に言えば、これらと同等程度以下に観測できない要因がない場合には統計的に有意で
あると判断することができる。 
 
 

35 小川和孝（2014）16頁 
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表表4-9 ロジスティック回帰分析で用いた各変数のオッズ比 

変数名 オッズ比 変数名 オッズ比 

世帯人数 1.049976 世帯主_従業員規模500 0.8025593 

子どもの数 0.9404768 勤労所得 1.003919 

母子世帯ダミー 4.350749 世帯主_性別 1.201179 

高齢者世帯ダミー 1.382997 世帯主_年齢 0.9956404 

預貯金額 0.9992462 世帯主_就学年数 0.7854373 

世帯所得 0.9948114 世帯主_高卒以上ダミー 0.9686268 

持ち家ダミー 0.2485604 世帯主_大卒以上ダミー 2.080661 

介護家族ダミー 1.890096 世帯主_技能等習得ダミー 0.4507367 

就労者存在ダミー 0.5327631 世帯主_健康ダミー 0.764691 

世帯主_就業ダミー 0.7804215 大都市圏ダミー 1.146922 

世帯主_従業員規模199 0.5800205 政令市ダミー 1.1064 

世帯主_従業員規模100499 0.3447101   

 

4.2.6 小括 
 これまで、対数化した勤労所得の変化を平均処置効果として傾向スコアによるマッチング
を用いて処置群と比較群での平均処置効果の推移の比較を行ってきた。図に示したとおり処
置群と比較群においては所得の変化の推移は大きく異なっており、生活保護を受給している
世帯では勤労所得の上昇が見られない結果となった。他方、非受給世帯においては多少の上
下はあるものの、上昇傾向にあった。 
 この結果は世帯構成や学歴などの世帯の属性を均一にしたとしても生活保護を受給したか
どうかによって勤労所得の変化の程度が変わるということであり、生活保護を受給すること
それ自体が就労を抑制させていることが示唆される。ただし、長期での影響については標準
誤差が大きくなることで両者の信頼区間に重なりが広く見られるために頑健な結果が得られ
なかった。 

4.3 分析2 
 前節での分析では、対数化した勤労所得の変化によって生活保護の就労に与える影響につ
いて推定してきた。ただ、単一の指標の変化のみでは必ずしも実態を明らかにはできない可
能性があることから、本節では同様の分析手法を用いて世帯の就労に関する別の指標でも平
均処置効果の推定を行うこととする。指標として用いるのは、各世帯の世帯主の月次の平均
労働日数である。 
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 まずは、分析1と同様に各アルゴリズムでの平均処置効果の一部を推定することでそれぞ
れの結果の比較を行う。表4-10は、生活保護を受給してから1年後の月次の平均労働日数の
変化を表したものである。1行目の「マッチ前」では、処置群の月次の労働日数は1年後に
「-2.184782」、すなわち2. 18日の減少である。一方の比較群の労働日数の変化は「-0.390
6264」、0.4日の減少である。 
 マッチング後の結果について、NNマッチングとRadiusマッチングの場合には処置群での
変化は小さいが比較群ではやや大きくマイナスの幅が減少し、両者の差は拡大している。K
ernelマッチングの場合はマッチ前とほぼ変わらない結果となっている。t値についてはいず
れの結果も1以上にはなっている。 
 

表表4-10 各アルゴリズムでの平均処置効果の比較（平均労働日数の場合） 

 ATT Controls Difference S.E. T-stat Treated N Untreated N 

マッチ前 -2.184782 -0.3906264 -1.794156 0.7643071 2.35 92 42,332 

NN -2.310344 -0.241379 -2.068965 1.261857 1.64 87 42,332 

Kernel -2.208791 -0.3857710 -1.823020 0.9247249 1.97 91 42,332 

Radius -2.233333 0.2150161 -2.448349 0.9458120 2.59 90 42,332 

 
 バランステストの結果は表4-11のとおりである。分析1の場合と同様に、NNマッチング
のアルゴリズムでもっとも良い結果が得られている。 
 

表表4-11 各アルゴリズムでのマッチング後のバイアスの比較（平均労働日数の場合） 

マッチング方法 MeanBias MedBias p>chi2 

マッチング前 38.8 34.1 0 

NNマッチング 7.4 6.5 0.977 

Kernelマッチング 43.1 31.4 0 

Radiusマッチング 13 9.4 0.765 

 
 最後に、期間全体での推定を行う。利用したアルゴリズムはバランステストで最もバイア
スの少なかったNNマッチングであり、推定結果は表4-12のとおりとなった。 
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表表4-12 平均処置効果の期間での推移（NNマッチング、平均労働日数の場合）   

期間 レコード数  処置効果   S.E. T-stat 

 処置群 比較群 処置群 比較群 差異   

1 87 42,332 -2.31034483 -0.24137931 -2.06896552 1.26185716 1.64 

2 77 36,344 -2.62337662 -0.454545455 -2.16883117 1.39880938 -1.55 

3 64 30,938 -2.59375 1.03125 -3.625 1.58754373 -2.28 

4 58 25,903 -2.65517241 0.396551724 -3.05172414 1.94341046 -1.57 

5 51 21,182 -2.66666667 0.764705882 -3.43137255 2.07146213 -1.66 

6 42 16,856 -3.23809524 0.976190476 -4.21428571 2.5821549 -1.63 

7 31 12,732 -2.93548387 2.51612903 -5.4516129 2.76879946 -1.97 

8 19 8,896 -5.73684211 -0.368421053 -5.36842105 3.82134099 -1.4 

9 15 5,693 -4.13333333 -3.53333333 -0.6 4.03995914 -0.15 

10 6 2,716 -15.8333333 1.33333333 -17.1666667 4.97382035 -3.45 

 
 上記の推定結果の推移をプロットしたのが図4-8である。結果としては、勤労所得の変化
の場合と同様、処置群と比較群には有意な差が生じている。そして、その差は期間を経たと
しても縮小することはなく、むしろ経るごとに開いていく傾向にある。なお、以下の図では
9年目のプロットでは例外的に両群の処置効果がほぼ同じ値となっているが、t値が極めて低
くなっていることから有意な結果であるとは言い難い。 
 

 
図図4-8 平均処置効果の期間での推移（NNマッチング、平均労働日数の場合） 

-  481  --  481  -



35 

4.4 分析結果の考察 
 本章では、傾向スコアマッチングの手法を用いて生活保護を受給することの就労に対する
影響についての実証分析を試みた。分析1として対数化した世帯の勤労所得の変化、分析2
として世帯主の月次の労働日数の変化を処置効果として、処置群と比較群との変化の推移を
それぞれ明らかにしてきた。 
 まず、分析それ自体の信頼性について考察する。Step1ではマッチングの前段となる傾向
スコアの推定において回帰分析のc統計量の値を確認しており良好な結果が得られているこ
とから、傾向スコアマッチングによる推定の前提とされる「強く無視できる割り当て条件」
は満たしていると言える。次に、Step3ではマッチング後の両群でのバイアスの存在を確認
するバランステストについては望ましいとされる「3～5%以下」というバイアスの水準にま
で至ることはできなかったもののマッチング前は約38%もあったバイアスが7%前後と大幅
に縮小できている。また、カイ2乗値はいずれも0.9以上であり帰無仮説が棄却できないこ
とから両群には統計的に有意な差がないと言える。さらに、勤労所得の変化についてはStep
5ではで感度分析を行った。回帰分析で観測できなかった変数があったとしても、そのオッ
ズ比が1.2程度以下（「世帯主_性別」や「大都市圏ダミー」など）であれば結果は頑健であ
るという結果が得られた。これらを踏まえると、一定の信頼性は有していると考えられる。 
 次に分析の中身についての考察である。期間中の平均処置効果の推移を図4-9として再掲
する。どちらの実証分析においても両群の平均処置効果には統計的に有意な差が生じている
結果となった。また、その差は期間を経たとしても解消することはない。つまり、生活保護
を受給することによって、その世帯は家族構成や性別、居住地域などの属性が同等の世帯と
比較して就労を控えるようになるということである。 
 

 
図図4-9 平均処置効果の期間での推移（左：対数化勤労所得、右：平均労働日数） 

 
 この分析結果は、本研究にて提示した「生活保護の就労への負の影響は現状も依然として
問題は解消しておらず、本来働くことのできる者も就労を抑制しているのではないか」とい
う仮説を支持するものである。特に2003年以降、政府は「利用しやすく自立しやすい制度
へ」という方向性を掲げて就労等による自立支援を促してきた。そして、その一環として勤
労控除の増額や就労自立給付金の創設などが打ち出してきたわけであるが、依然として現行
の制度は就労インセンティブを削いでいる、すなわち本来就労できる者も就労していないも
しくは就労を控えていることが示唆される。 
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 なお、この就労への負の影響によってどの程度の損失があると推計されるのだろうか。こ
の点を明らかにするために、実数での勤労所得の変化について同様の分析を行い、処置群と
比較群との期間ごとの差額をプロットしたのが以下の図4-10である（縦軸の単位は「万
円」）。この金額は、生活保護を受給することによって就労インセンティブを削がれたこと
で失われたと推測される勤労所得である。 
 中央の直線は各期の変化が上下していることから最小二乗法によって線形トレンドを示し
たものであり切片は「-46.1」、傾きは「-6.51」となっている。つまり、生活保護を受給し
はじめた1年後には平均的に勤労所得が46.1万円減少し、その後も6.5万円ずつ減り続ける
ということである。 
 

 
図図4-10 平均処置効果の期間での推移（勤労所得の場合） 

 
 この影響を受ける世帯が現状で就労している世帯であるとすると、2019年時点で被保護
世帯のうちで就労者のいる世帯は約26万世帯である36。なお、実際には就労インセンティブ
が喚起されることで新たに就労を開始する者も存在すると思われるが、どの程度就労を開始
するかを推測することは困難であることからこれは推計に含めないこととする。 
 上記の勤労所得の変化と対象となる世帯の数を乗じることによって導き出される推定の損
失は約1,200億円である37。これはすべての世帯が受給開始1年後であるとした場合の数字で
あり、実際には複数年度受給し続けている世帯も多数存在していることから、受給期間によ
るさらなる減少を考慮に入れればこの損失額はさらに増えることになる。 
 冒頭に取り上げたとおり、現金給付である生活扶助費は算定された最低生活費に対して勤
労所得等を合計して足りない部分を補う形で給付される。したがって、被保護世帯の勤労所
得が増えればその分だけ生活扶助費の支出を抑制することができる。この推定の損失額は生
活扶助費の総額（1.2兆円）の10%に相当する規模であり、決して小さいものではない。こ

36 「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、就労者のいる世帯数、級地・就労人員・世帯類型・世帯人員別－平成30年
度 被保護者調査（厚生労働省） 
37 生活保護受給後の1年後の勤労所得の変化は「-46.1」万円で、就労者のいる世帯は2019年度被保護者調査に
よれば「260,436」世帯である。したがって、この両者を乗じることで約1200億円となる。 
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の損失額の規模感は、今後追加的に就労インセンティブを喚起する政策にどの程度投資する
べきかを検討するにあたっての判断材料の一つとなろう。  
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第5章 政策提言 
 前章では生活保護を受給することが就労を控えさせているのかについて傾向スコアマッチ
ングの手法を用いた実証分析を行い、被保護世帯は同等の属性を持つ非受給世帯よりも就労
を控えている傾向にあることを明らかにした。この結果は、設定した仮説のとおり生活保護
制度は現状においても就労インセンティブを阻害していることを示唆するものである。この
実証結果を受けて、より就労インセンティブを高めるためにはどうすれば良いかという視点
から、3つの政策提言を行う。 

5.1 勤労控除の拡大 

5.1.1 提言内容 
 1つは、勤労控除の基礎控除額の部分を拡大することである。現行制度での就労インセン
ティブにかかる課題は、受給者の直面する限界税率の高さである。2013年には基礎控除額
が増額されているが、限界税率への影響は微々たるものである。 
 制度の改善前後での直面する限界税率を整理したのが以下の表5-1である。元々は100%
控除が認められていた勤労所得の上限は8000円であったが、これが2013年に15,000円に増
額された。これによって勤労所得が15,000円の場合には限界税率は0%、つまり15,000円が
そのまま手元に残るようになった。改善前にはこの時点ですでに40%近い税率であったこと
を考えると大きな進歩ではある。しかし、その後に勤労所得が上昇するにあたって直面する
税率の変化を見ると、ほぼ変わらなくなることが分かる。勤労所得が5万円の時点ですでに
増額前後での差は6.4%に留まっており、10万円の時点では0.4%にまで縮まる。そして、そ
の限界税率は76.4%に及ぶ。 
 

表表5-1 勤労控除の基礎控除額と限界税率の変化38 
勤労所得額 15,000 50,000 100,000 150,000 200,000 

勤労控除額(増額後) 15,000 18,400 23,600 28,400 33,600 

限界税率(増額後) 0.0% 63.2% 76.4% 81.1% 83.2% 

勤労控除額(増額前) 9,030 15,220 23,220 26,660 30,380 

限界税率(増額前) 39.8% 69.6% 76.8% 82.2% 84.8% 

税率の変化 -39.8% -6.4% -0.4% -1.1% -1.6% 

 
 このようなインセンティブ設計で就労による自立は可能であるのか。この点を理解するた
めに、被保護世帯の最低生活費がどの程度となっているのかについて見てみることとする。
世帯人数あたりの最低生活費の平均額は以下の図5-1、そして、世帯類型別の平均世帯人数
は図5-2のとおりである39。単身世帯であっても最低生活費は「10.5万円」であり、当然な

38 林（2021）31頁の表A1、A2より筆者作成。いずれも「1級地」で「1人目」の場合。 
39「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、被保護世帯数－平均最低生活費総額、級地・世帯人員・世帯類型・最低生活
費総額階級別－2019年度 被保護者調査（厚生労働省） 
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がら世帯人数が多くなるに連れて上昇する。そして、世帯人数としては「1人」が多くを占
めるものの、すべての「母子世帯」、そして「その他の世帯」の3割程度は「2人」以上と
なっている。勤労所得を増やすことによって生活保護を脱しようとする場合には、少なくと
もこの最低生活費程度の所得を安定的に得る必要があることを踏まえると、この増額によっ
て影響のある範囲で勤労を増やすことが保護廃止にそのまま繋がるとは到底思われない40。
各世帯の最低生活費を勤労所得によって賄える程度までは勤労インセンティブを削がない程
度の限界税率に抑えることが求められる。 
 

 
図図5-1 世帯人数あたりの平均最低生活費（2019） 

 

 
図図5-2 世帯類型別の平均世帯人数（2019） 

40 生活保護から脱するとこれまで支払う必要のなかった税や社会保険料等の負担が発生することから、実際には
最低生活費以上に勤労所得を得なければ可処分所得は同等にはならない。 
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5.1.2 導入にあたっての留意点 
 留意点としては、まず財源の問題である。勤労控除の上限額を単純に増額するとなると、
勤労所得が増えることによってこれまで相殺されていた生活扶助費の支出が拡大することに
なる。したがって、就労可否の判定を行った上で就労可能な者については就労しない場合の
生活扶助費の算定を引き下げることと合わせて勤労控除の拡大を行うことが考えられる。こ
れをグラスに示したのが図5-3である。現行の生活扶助費の給付が緑の線、変更後の生活扶
助費の給付がオレンジの線である。 

 
図図5-3 勤労控除の改善イメージ41 

 
 ただし、「就労可能」と判定されて実際に就労しない場合には憲法の謳う「健康で文化的
な最低限度の生活」に基づく最低生活費以下の水準での生活扶助費しか給付されないことに
なりうることから、判定基準は明確なルールを定めた上で、かつその判定は慎重に行われる
必要がある。 
 もう1点は、導入にあたっては何らかの期限を設けること、もしくは期間に応じて段階的
に限界税率を変更していくことである。無制限に勤労控除によって可処分所得を増やせると
いうことになると、生活保護を受け続けながら就労した方が可処分所得は多くなるというこ
とになり、かえって生活保護からの脱却を阻害する要因にもなりかねない。あくまで未就労
の状態から改めて就労すること、そして最低生活費に相当する程度の勤労所得を継続的に得
て自身で生計を立てられるようになるための動機づけとして用いられるべきである。 

5.2 就労自立給付金の拡大 

5.2.1 提言内容 
 次に、就労自立給付金の算定率と算定範囲、上限額の拡大である。就労自立給付金は生活
保護からの脱却のためのインセンティブや脱却直後に発生する税・社会保険料等の負担の軽

41 八田（2009）485頁 図22-5より筆者作成 
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減によって再度保護に至ることの防止を目的として2014年に導入された制度である42。 こ
の制度導入の背景には、生活保護を受給中には原則として預貯金ができない一方で、保護か
ら抜け出すとこれまで支払う必要のなかった税金や社会保険料の負担などが増えることで、
それまでと同等の勤労所得を得ていたとしても脱却後には可処分所得が減ってしまうという
事情がある。 
 この就労自立給付金は、保護廃止となる直近6ヶ月の勤労所得の額の10%を仮想的に積み
立てて、保護廃止時点で給付するという仕組みである。具体的な運用ケースを示したのが以
下の図5-4である43。この例のケースの世帯は毎月12万円の勤労所得を得ている単身世帯で
あり、この12万円に基礎控除額の25,600円を差し引いた94,400円の10%である9,440円が
最大6ヶ月積み立てられ、この合計と最低給付額の2万円を加えた76,640円が保護廃止の時
点で給付金として支給される。 

 
図図5-4 就労自立給付金の運用イメージ44 

 
 上記の例で分かるように、勤労所得に対しての積み立ての算定率は10%と極めて低くなっ
ており、かつ算定期間も直近6ヶ月となっていることから積立額として得られる額は1ヶ月
分の勤労所得にも満たない。また、単身世帯で10万円、多人数世帯で15万円という給付の
上限額も設定されているため、算定期間中にいかに勤労所得を増やしたとしてもこの上限以
上にはならない。 
 1つ目の提言で示したとおり単身世帯であったとしても最低生活費の平均月額は10.5万円
であり、1ヶ月分の生活費にも満たない給付金の存在が保護からの脱却にインセンティブを
与えているとは思われない。この点については池田（2019）が埼玉県川口市の被保護世帯
のデータを用いて就労自立給付金が就労自立者の増加に寄与しているかを分析し、統計的に
有意な効果がなかったことを明らかにしている45。何らかの上限は設けるべきであるが、半
年や1年など新たな生活が軌道に乗るまでは受給時と同等程度の可処分所得が確保できるよ
うな設計となるべきで、そのためには算定率と算定期間、そして上限額を拡大させる必要が
ある。 

42 厚生労働省 社会・援護局長通知.“生活保護法による就労自立給付金の支給について”. 厚生労働省Webサイト. 
2014/04/25.https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0131&dataType=1&pageNo=1 , (2022/02/1
0) 
43 厚生労働省.“就労支援・自立支援について”. 厚生労働省Webサイト. 2021/12/06. https://www.mhlw.go.jp/
content/12002000/000865547.pdf , (2022/02/09) 16頁 
44 厚生労働省.“就労支援・自立支援について”. 16頁より引用 
45 池田裕一（2019）16頁 
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5.2.2 導入にあたっての留意点 
 留意点としては、制度の悪用を抑止するような仕組みを設けることが挙げられる。この制
度は導入以前に「就労収入積立制度」という名称で検討されており46、検討段階の案に対し
て大阪市は「現在保護を受けていない人も、保護を受けたほうが預金できることになり、生
活保護受給者の増加につながることも危惧される」、「積立金を受領した後、短期間で消費
し、再度保護申請も考えられる」といった制度の悪用に対する懸念を理由に挙げ否定的な見
解を述べている47。現行の制度ではこれまで見てきたようにわずかな金額であることからこ
のような懸念の余地は少ないと思われるが、さらに金額規模を拡大するということであれ
ば、これらの悪用への考慮も不可欠である。 
 就労できる者が偽って生活保護を受給するようになりかねないという点については、期間
や上限額の制限を設けることでわざわざ生活保護を受給すること（そして、その上で就労し
て積立金を貯めること）が割りに合わないような制度設計とする必要があろう。また、積立
金を受け取った後の再申請については、一定期間の制限を設けるなどの対策が有効と考えら
れる。 

5.3 給付つき税額控除（負の所得税）の導入 

5.3.1 提言内容 
 最後に、給付つき税額控除である。給付つき税額控除は一定の所得額を上回る中・高所得
者からは現状どおり所得税を徴収するが、一方で一定額を下回る低所得者からは税を徴収せ
ず、逆に還付金を給付する制度である。フリードマンが提案した「負の所得税」を起源とす
るもので、制度の仕組みは一様ではないが鈴木（2021）によれば既にアメリカ、カナダ、
イギリス、フランス、オランダ、スウェーデン、ニュージーランド、韓国などで導入されて
いる実績がある48。 
 給付つき税額控除のイメージは図5-5のとおりである。黒の線が課税前所得を表してお
り、この課税前所得が低い段階（OT間）では所得税を支払う代わりに給付が得られること
で赤の線の位置にまで課税後所得が増加する。一方で、課税前所得がT点に達すると課税対
象となることで課税後所得は赤の線の位置にまで減少することになる。 

46 厚生労働省.“「生活支援戦略」中間まとめ”. 厚生労働省Webサイト. 2012/7/5.https://www.mhlw.go.jp/stf/s
hingi/2r9852000002fjpt-att/2r9852000002fjtq.pdf, (2022/02/02)5頁 
47 大阪市.“生活保護にかかる厚生労働省の考え方に対する大阪市の見解”. 大阪市Webサイト. 2012/7. https://w
ww.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000087/87120/3.pdf , (2022/02/02)4頁 
48 鈴木亘（2021）320頁 
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図図5-5 給付つき税額控除のイメージ49  

 
 導入の効果として期待できるのは、勤労控除の増額などと同様に就労インセンティブを与
えるということである。既存の生活保護と比較して段階的に限界税率が設定されることによ
って、被保護世帯は多く働けばより可処分所得が増やせるようになる。これを表したのが以
下の勤労所得と労働時間の変化を示した図5-6である。ACDは既存の生活保護制度で、労働
時間が増えても得られる勤労所得が増えないことを表している。CD’は給付つき税額控除を
表しており、ACDとは異なり労働時間を増やせば勤労所得が増える。そして、生活保護を
受給している者はCDD’Fのいずれかの点を選択しうる。このうちでC点にいる者は取り得る
選択肢の中で就労ゼロの状態で効用を最大化している者であるが、この者たちは給付つき税
額控除が導入されることによって、より効用が高くなるE点に移動する。その結果、労働供
給が増えることになる50。 

  
図5-6 勤労所得と労働時間の変化（労働供給：増）51 

49 鈴木亘（2021）326頁 図表3より筆者作成 
50 Moffitt（2003）121頁 
51 Moffitt（2003）121頁 図1より筆者作成 
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 もう１つの効果は、資産テスト等を介さず勤労所得を判断基準として給付を行うことか
ら、低所得者に対して素早く自動的に対応できるセーフティネットとしての役割が期待でき
るという点である。八田（2020）は新型コロナウイルスの感染拡大のような事態に生じる
所得の減少に対して既存の生活保護制度では迅速性に欠けるとして、給付つき税額控除の導
入を提案している52。鈴木（2021）も2020年に行われた特別定額給付金を契機として生じ
たベーシックインカム導入の議論を踏まえ、その実現可能性の高い代替策としてこの制度を
挙げている。 

5.3.2 導入にあたっての留意点 

5.3.2.1 財源 
 給付つき税額控除を導入するにあたっての最大の課題は財源である。給付の対象や額は導
入されている国によって大きく異なるが53、一定所得以下の世帯すべてに給付するとなると
対象となる世帯数が飛躍的に増えることから予算規模も格段に大きくなることが想定される
ためである。同様の議論はアメリカで負の所得税の導入が検討された際にも行われていたよ
うである。Moffitt（2003）は当時の議論の中で、予算規模が過大になるという点への懸念
があったことを紹介している54。 
 八田（2020）はこの財政負担の課題について、勤労所得がゼロの場合には給付がゼロだ
が、勤労所得が増えるごとに補助金が増えるというモデルを提案している55。この場合、勤
労所得がない者に対しての給付は行われないことから、予算規模は大きく縮小される56。こ
のモデルが以下の図5-7である。原点Oの地点、つまり勤労所得がない場合には給付はな
く、その後に勤労所得を増やすにつれて給付額は上昇してP点で給付額は最大となり、これ
を超えると徐々に給付額が減ってT点を超えると課税の対象となるという仕組みである。ア
メリカが導入している給付つき税額控除（EITC、Earned Income Tax Credit）がこのよう
な形状となっている57。 

52 八田達夫（2020b）27頁 
53 森信（2008）によれば、勤労税額控除（勤労している低所得者を対象）、児童税額控除（世帯での子供の数
に応じて給付）、社会保険料負担軽減税額控除（所得税で控除できない場合に社会保険料の負担を相殺）、消費
税逆進性対策税額控除（消費税率の逆進性緩和として世帯に応じて給付）の4つに類型される。 
54 Moffitt（2003）によれば、この懸念に対してフリードマンは保障される所得水準を相対的に引き下げること
を提案し、それが一部の者の生活を悪化させることから政治的な問題を引き起こすことになるものの、労働イン
センティブの強化も可能にすると主張したとされる。 
55 八田達夫（2020b）27頁 
56 この場合には勤労できない者の最低生活保障をカバーできないことから、生活保護との併存を想定している。 
57 実際にアメリカで導入されているEITCでは、phase-in（逓増部分）、plateau（定額部分）、phase-out（逓
減部分）の3つの段階があり、給付額の推移は図5-7のような三角形ではなく台形上になっている。アメリカのEI
TCは森信（2008）に詳しい。 
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図図5-7 給付つき税額控除のイメージ（修正モデル）58 

 
 鈴木（2021）は現行の生活保護制度や年金制度などとの併存でひとまず小規模でも導入
することを提案している。この場合には「生存権の保障という制約が課される必要がない」
ことから調達できる金額に合わせて低所得者への給付を加減できるという点をメリットに挙
げ、当面の生存権の保障は生活保護制度で担保して、将来的に歳出削減や増税によってまと
まった財源が調達できた段階で生活保護の廃止を検討すれば良いとしている59。 
  なお、制度設計次第では実際のコストはそれほど大きくはならない可能性もある。Basti
an and Jones（2021）はアメリカで導入された給付つき税額控除（EITC）について、既婚
女性と未婚女性に焦点を当てて納税額の増加や他の政府移転支出（日本における生活保護に
該当するTANFやSNAPなど）の減少などを考慮した政策の純費用を推計し、実際の予算の
うちの17%に過ぎないとしている60。これを図示したのが以下の図5-8である。給付の上限
額を1,000ドル増額するごとに政府は1世帯当たり349ドルを給付したが、一方で納税額は4
8ドル増加、政府移転支出は243ドル減少した。これらを考慮すると支給額349ドルのうち2
91ドル（48ドル + 243ドル）は相殺できることから純費用として57ドルで、これは給付し
た349ドルに対して「17%に過ぎない」ということである。 
 

58 八田達夫（2020b）27頁 スライド20より筆者作成 
59 鈴木亘（2020）321頁 
60 Bastian and Jones（2021）1頁 
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図図5-8 EITCの支出額と純費用の比較イメージ 

 

5.3.2.2 労働供給への影響 
 また、給付対象者の労働供給への影響という点も課題である。現在生活保護を受給してい
る者にとって、負の所得税の導入は勤労所得を増やすインセンティブになることは先ほど述
べたとおりであるが、一方でこれまで生活保護を受給していなかった者は負の所得税の影響
で労働時間を減らすケースが考えられる。これを示したのが図5-6と同様に勤労所得と労働
時間の変化を示した以下の図5-9である。生活保護を受給していない者はAF間のいずれかの
点を選択するが、給付つき税額控除が導入された場合はCD’F間から選択するようになる。
この場合に例えばG点で効用を最大化していた者は負の所得税が導入されることで、より効
用が高くなるH点に移動する。その結果、労働供給は減ることになる。 

 

 
図図5-9 勤労所得と労働時間の変化（労働供給：減）61 

 

61 Moffitt（2003）125頁 図2より筆者作成 
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 このように、元々生活保護を受給している者にとっては就労インセンティブに正の影響と
なるものの、一方でこれまで受給していなかった者には負の影響が生じうる。したがって、
全体としての効果はこの所得と労働時間についてどのような性向を持つ人間がいるかによる
ため、Moffitt（2003）は「平均労働供給量の変化は、符号が曖昧になる」62としている。
アメリカでは1968年から1982年にかけて4度の負の所得税の導入実験が行われており、Ro
bins（1985）によれば1年あたりの平均で夫はフルタイム雇用の2週間分、妻や未婚女性は
3週間分、若者は4週間相当の労働力供給を減らす結果となった63。なお、負の所得税の代わ
りにアメリカにおいて導入されたEITCでも独身女性の労働供給を増加させる一方で、既婚
女性の労働供給を減少させたとされている64。 
 被保護世帯の就労インセンティブが与えられるにしても、その他の給付対象者の労働供給
が下げられるとなれば、政策としての効果は弱まることになる。そして、どのような結果に
なるかは受給対象者の中でどのような勤労所得と労働時間を選択する者がどの程度いるかに
依存する。したがって、受給者全体の労働供給への影響という点も考慮に含めた上で検討の
議論が行われる必要がある。 

5.3.2.3 資産の把握 
 最後に、資産の把握である。給付つき税額控除は勤労所得を基準として給付を行うもので
あるが、実際には勤労所得は低くても多額の資産を持つような者もいることから、本当に支
援が必要な低所得者に対して効果的に給付するためには何らかの資産要件が必要になる。そ
して、そのためには資産の状況を税務署等が正しく把握しておかなければならない。 
 鈴木（2021）は現状の自営業者や農林水産業従事者の所得把握率が特に低いことを指摘
した上で、給付を希望する者の自己申告制度を提案している65。これは現状のようにまだマ
イナンバーと銀行口座の紐付けができていないなど政府が個人の所得や資産を把握できてい
ないという状況において効率的に不正を抑止するためのアイディアであり、給付を希望する
者は必要な書類を持って税務署に申告するというものである。その際、税務署が銀行に対し
て資産情報を照会することも可能とする。 
 この場合、本当の低所得者であれば給付金を得られるというメリットがあることから進ん
で自身の所得を伝えようとする。一方で、所得を偽って申告しようとする者はがいたとして
も、所得が高い者や多額の資産を持っている者であればわざわざ自身の資産情報を明らかに
されたくないであろうから申告に来ることはない。結果として、真に給付を必要とする低所
得者を効率的に選別することができる。 

5.4 総括 
 本章では、被保護世帯は同等の属性を持つ受給していない世帯よりも就労を控えていると
いう実証結果を受けて、より就労インセンティブを高めるためにはどうすれば良いかという
視点から、3つの政策提言を行ってきた。3つの提言のうち、「勤労控除の拡大」と「就労

62 Moffitt（2003）125頁 
63 Robins（1985）580頁 
64 Nichols and Rothstein（2015）201頁 
65 鈴木亘（2020）322頁 
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自立給付金の拡大」は既存の政策をさらに拡張するものである一方で、最後の「給付つき税
額控除（負の所得税）」は新規の政策である。 
 また、前者2つの対象は被保護世帯のみであることに対して、給付つき税額控除は被保護
世帯に加えてそれ以外の低所得世帯も含まれる（その範囲はどの類型でどのような制度を採
用するかによって異なる）。したがって、ここまで被保護世帯を対象として就労による自立
支援、そのための就労インセンティブについて議論してきたが、給付つき税額控除はこの範
囲をその他の低所得世帯にまで拡張させるものと位置づけることができる。 
 対象となる世帯が増えることは、例えば先に述べたように財源上の問題を生じうる。しか
し、この被保護世帯以外の低所得世帯も支援していくという発想は2015年に施行された生
活困窮者支援法にも通じるものであり、この法律に掲げられた「生活保護に至る前の自立支
援策の強化」と「生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにするこ
と」という目的にもあるとおり、これらの世帯の自立を下支えすることが結果として被保護
世帯の拡大の抑制に繋がることも期待できる。 
 「生活保護に至る前の自立支援策の強化」という点については、生活保護の捕捉率の観点
から重要である。戸室（2016）は統計データから貧困世帯数を算出し、これに対する生活
保護世帯数から生活保護の捕捉率を推計しており、その値は2012年時点で15.5％と極めて
低い66。これは統計上に表れている被保護世帯よりも実際にはさらに多くの低所得世帯があ
るということであり、これらの世帯を幅広く支援することは将来的な生活保護に至ることを
抑止することに繋がりうる。 
 「生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにすること」という点に
ついては、保護歴のある被保護世帯、つまり一度は抜け出したものの、再度受給に至った世
帯の割合が近年上昇していることから何らかの対処が必要である。以下の図5-10は世帯類
型別での被保護世帯数に対して「保護歴有」である世帯の割合を示したものである67。2019
年では「母子世帯」と「その他の世帯」のうちの2割近くが過去に履歴のある被保護世帯が
占めるようになっている。この増加は、生活保護から脱却した後の支援の必要性を示すもの
である。 

 
図図5-10 「保護歴有」である被保護世帯の割合（2012-2019） 

66 戸室健作（2016）46頁 
67 「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、被保護世帯数、保護歴の有無・保護再開までの期間・世帯類型・保護の受
給期間別－ 被保護者調査（厚生労働省）の2012～2019年度分を集計 
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 上記の財源の問題以外にも、留意点に挙げた労働供給への影響や資産の把握など課題はあ
ることから、給付つき税額控除の導入は一朝一夕にできるとは思われない。まずは既存の勤
労控除や就労自立給付金の改善を先行して行うべきであろう。しかし、就労インセンティブ
を削がない形で被保護世帯のみならず、その他の低所得世帯をもカバーする給付つき税額控
除は将来的には現行の生活保護制度を包含することも可能な制度であることから、今後も実
現可能性について検討が進められるべきである。 
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第6章 終わりに 

6.1. 結語 
 本研究では、生活保護の受給が就労に与える負の影響の有無についての検証を試みた。第
2章では生活保護制度の現状を概括した上で、そこに就労インセンティブの面での課題が存
在することを第3章で指摘し、第4章では生活保護を受給することそれ自体が就労を控えさ
せているのかについて傾向スコアマッチングの手法を用いた実証分析を行った。その結果と
して、被保護世帯は同等の属性を持つ受給していない世帯よりも就労を控えている傾向にあ
ることを明らかにした。これは、近年様々な自立支援のための政策が打ち出されているにも
関わらず、依然として現行の制度が被保護世帯の就労インセンティブを削いでいることを示
唆するものである。さらに、第5章では今後いかに被保護世帯の就労インセンティブを喚起
させるかという視点から3つの政策提言を行った。 
 冒頭に述べたとおり、生活保護制度は「健康で文化的な最低限度の生活」という憲法上の
権利を保障するという位置づけであり、その重要性は現代においても揺るぎないものであ
る。一方で、生活保護法は「生活を保障するとともに、その自立を助長する」とあるよう
に、生活の保障のみを目的とするものではなく一時的に保護を受けた者も将来的には改めて
自立して生活を営めるようになることを目指している。そして、この「自立」のための手段
として就労があるが、現行の制度では就労インセンティブへの負の影響が示唆されることが
これまで本研究で明らかにしてきたことである。政策提言に挙げたような改善策によって、
早急に対応が求められる。 

6.2 残された課題 
 本研究は日本家計パネル調査のパネルデータを用いて行った。このデータは被保護世帯に
特化したものではないことから、その中に含まれる被保護世帯の数はわずかであった。した
がって、被保護世帯の中での属性に応じた変化についての分析は行っていないが、生活保護
の就労インセンティブに与える影響は例えば男女の性別や年齢区分によって異なってくる可
能性がある。厚生労働省の被保護調査や社会保障生計調査には被保護世帯の詳細な情報が調
査項目として含まれていることから、これらのパネルデータを利用することができれば、よ
り被保護世帯の就労インセンティブの実態をさらに明らかにできると考えられる。 
 また、本研究では分析手法として多くの先行研究のあった傾向スコアマッチング法を採用
したが、類似の手法としては逆確率重み付け（IPW）や二重にロバストな推定等がある。こ
れらの手法によって同様の分析を行うことで同等の結果が得られるのであれば、この因果関
係はより頑健になると考えられる。 
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